
は
じ
め
に

公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫
に
は
摂
関
家
筆
頭
近
衞
家
歴
代
当
主
の
日
記
が
護
り
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
近
衞
家
初
代
基
実
の
祖
の
日
記
で
は
、
藤
原
師
輔
の
『
九
暦
』
を

は
じ
め
、
師
輔
孫
道
長
の
『
御
堂
関
白
記
』、
道
長
曾
孫
師
通
の
『
後
二
条
師
通

記
』、
師
通
男
忠
実
（
基
実
祖
父
）
の
『
殿
暦
』
等
の
、
原
本
・
古
写
本
や
断
簡
等

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
基
実
以
降
で
は
、
鎌
倉
期
の
近
衞
家
三
代
家
実
の
『
猪
隈
関

白
記
』、
四
代
兼
経
の
『
岡
屋
関
白
記
』、
五
代
基
平
の
『
深
心
院
関
白
記
』、
南
北

朝
期
の
九
代
道
嗣
の
『
後
深
心
院
関
白
記
』、
室
町
・
戦
国
期
の
十
二
代
房
嗣
の

『
後
知
足
院
関
白
記
』、
十
三
代
政
家
の
『
後
法
興
院
関
白
記
』、
十
四
代
尚
通
の

『
後
法
成
寺
関
白
記
』、
十
七
代
信
尹
の
『
三
藐
院
記
』
が
あ
る
。
江
戸
期
に
入
る

と
、
十
八
代
信
尋
の
『
本
源
自
性
院
記
』
以
降
、
明
治
期
の
二
十
八
代
篤
麿
の
『
近

衞
篤
麿
日
記
』
に
至
る
ま
で
、
歴
代
当
主
全
員
の
日
記
原
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。

先
の
日
記
群
の
内
、
師
輔
か
ら
江
戸
前
期
の
十
九
代
尚
嗣
の
『
尚
嗣
公
記
（
妙
有

真
空
院
記
）』
ま
で
は
、
基
本
的
に
陽
明
文
庫
に
お
い
て
最
も
貴
重
な
史
料
群
で
あ

る
「
十
五
函
文
書
」
と
し
て
整
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
録
は
校
訂
し
た
上
で
翻
刻

し
（
（
（
た
。
ま
た
、
歴
代
最
多
と
な
る
一
巻
・
二
一
三
冊
の
原
本
が
伝
来
し
て
い
る
二
十

代
基
凞
の
『
基
凞
公
記
（
応
円
満
院
記
）』
と
、
最
後
の
『
近
衞
篤
麿
日
記
』
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
先
に
目
録
を
ま
と
め
て
お
い
（
（
（
た
。『
基
凞
公
記
』
は
江
戸
後
期

成
立
の
「
元
亨
利
貞
函
」（
元
・
亨
・
利
・
貞
の
四
つ
の
函
か
ら
な
る
）
の
内
の

元
・
亨
・
利
の
三
函
に
、
二
十
一
代
家
凞
の
『
家
凞
公
記
（
予
楽
院
記
）』
以
降
の

歴
代
当
主
日
記
は
貞
函
や
個
別
の
函
に
、
そ
れ
ぞ
れ
収
納
さ
れ
、
現
在
ま
で
護
り
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
B
「
摂
関
家
伝
来
大
規
模
史
料
群
の

目
録
精
緻
化
に
よ
る
構
造
の
解
明
と
研
究
資
源
化
」（
研
究
代
表
者
尾
上
陽
介
）
に

よ
る
成
果
の
一
部
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
触
れ
て
い
な
か
っ
た
二
十
一
代
家
凞
か
ら
二

十
七
代
忠
房
ま
で
の
近
衞
家
歴
代
当
主
日
記
の
原
本
に
つ
い
て
、
目
録
情
報
を
ま
と

め
て
お
き
た
い
。

一　

近
世
近
衞
家
に
お
け
る
家
凞
以
降
の
歴
代
当
主
日
記
の
伝
来
状
況

家
凞
（
一
六
六
七
～
一
七
三
六
）
か
ら
、
家
久
（
一
六
八
七
～
一
七
三
七
）、
内

前
（
一
七
二
八
～
八
五
）、
経
凞
（
一
七
六
一
～
九
九
）、
基
前
（
一
七
八
三
～
一
八

二
〇
）
ま
で
五
代
の
当
主
日
記
は
、
江
戸
時
代
か
ら
す
で
に
前
述
の
貞
函
に
収
納
さ

れ
て
伝
来
し
て
い
た
。
こ
の
貞
函
蓋
の
裏
面
に
は
共
に
江
戸
時
代
に
貼
付
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
貼
紙
が
二
重
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
貞
函
の
内
容
目
録
（
以
下
、

函
蓋
目
録
と
す
る
）
が
記
載
さ
れ
て
い
（
（
（
る
。
こ
の
内
容
は
伝
来
過
程
で
の
状
況
を
伝

え
る
も
の
で
あ
り
、
左
に
掲
示
し
て
お
く
。〈　

〉
内
は
小
字
割
書
、
／
は
改
行
位

置
、《　

》
内
は
割
書
の
割
書
、『　

』
は
朱
書
、〔　

〕
は
改
め
る
べ
き
文
字
で
あ

研
究
報
告陽

明
文
庫
所
蔵
の
江
戸
中
後
期
近
衞
家
歴
代
当
主
日
記
の
原
本
に
つ
い
て

尾

上

陽

介
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る
こ
と
を
示
す
。
現
状
の
史
料
番
号
を
枠
で
囲
み
付
記
し
た
。

予
楽
院
殿

貞
享
三
年
〈
自
正
至
九
／
九
月
〉　

二
冊　

 

「（
行
間
補
書
）

元
禄
二
年
〈
正
月
〉　

一
冊
」　

元
禄
四
年
〈
自
閏
八
／
至
十
〉　

一
冊　

同　

五
年
〈
正
月
《
自
一
日
／
至
六
日
》〉　

一
冊　

予
九

同　

六
年
〈
十
一
月
《
自
一
日
／
至
廿
五
日
》〉　

一
冊　

同　

七
年
〈
正
月
〉　

一
冊　

同　

九
年
〈
十
一
月
〉　

一
冊　

同　

十
六
年
〈
自
正
／
至
八
〉　

一
冊　

同　

十
七
年
〈
正
月
／
二
月
〉　

二
冊　

宝
永
五
年
〈
正
月
〉　

一
冊　

御
筆
物
〈
十
一
冊
〉　

一
包　

如（二
十
二
代
家
久
）

是
観
院
殿

正
徳
二
年
〈
自
八
月
／
至
十
一
月
〉　

一
冊　

同　

三
年
〈
八
月
〉　

一
冊　

同　

四
年
〈
正
／
自
二
至
五
〉　

二
冊　

同　

五
年
〈
自
正
至
三
／
自
八
至
九
／
十
月
〉　

三
冊　

享
保
二
年
〈
正
月
〉　

一
冊　

同　

三
年
〈
自
正
至
五
／
三
月
〉　

二
冊　

同　

七
年
〈
五
月
〉　

一
冊　

同�　

十
一
年
〈
自
六
至
九
／
自
十
至
十
二
／
六
月
関
白
宣
下
〉　

三
冊　
　

 

 

「（
上
欄
補
書
）

十
二
年
〈
二
・
三
〉　

一
冊
」　

 

「（
行
間
補
書
）

御
筆
物　

一
包
〈
但
御
冊
〉」

大（二
十
三
代
内
前
）

解
脱
院
殿

宝
暦
三
年
〈
十
一
月
〉　

一
冊　

同　

七
年
〈
自
三
／
至
十
〉　

八
冊　

宝�

暦
十
二
年
〈
自
七
至
八
／
八
月
／
自
八
至
九
〉　

三
冊　
　
　
　
　
　

 

 

〈
寛
延
三
年
〉
桜
町
院
天
皇
諒
闇
記　

一
冊　

 

〈
安
永
八
年
〉
後
桃
園
院
天
皇
諒
闇
記　

二
冊　

御
筆
物
〈
五
点
〉　

一
包

後
予
楽
院
殿

安
永
九
年
〈
自
正
至
七
／
自
八
至
十
二
〉　

二
冊　

同　

十
年
〈
自
正
／
至
六
〉　

一
冊　

天
明
五
年
〈
自
九
／
至
十
二
〉　

一
冊　

同　

六
年
〈
自
正
至
三
／
自
四
至
十
二
〉　

二
冊　

同　

七
年
〈
自
二
至
七
／
自
八
至
十
一
〉　

二
冊　

同　
〈
八
年
十
二
月
ヨ
リ
／
九
年
二
月
マ
テ
〉　

一
冊　

証（二
十
五
代
基
前
）

常
楽
院
殿

寛
政
十
年
〈
自
正
／
至
三
〉　

一
冊　

証
一

同　

十
三
年
〈
正
月
〉　

仝　

証
二

 

〈
文
化
元
〉
享
和
四
年
〈
自
正
／
至
五
〉　

仝　

証
三

文
化
三
年
〈
正
月
〉　

仝　

証
四

同　

四
年
〈
正
月
〉　

仝　

証
五

同　

五
年
〈
正
月
〉　

仝　

証
六

同　

六
年
〈
正
月
〉　

仝　

証
七

 

「（
行
間
補
書
）

同　

七
年
〈
正
月
〉　

仝
」　

証
八

同　

八
年
〈
正
月
ヨ
リ
至
／
十
四
年
文
政
二
年
正
月
〉　

仝　

証
九

同　

十
年
〈
正
月
〉　

仝　

同　

十
一
年
〈
自
四
月
至
／
十
四
年
正
月
〉　

仝　

（
二
十
一
代
家
凞
）

予
一
・
四

予
六

予
八

予
一
〇

予
一
一

予
一
二

予
一
三

予
一
四
・
一
五

予
一
七

予
一
八
他

如
一

如
二

如
三
・
四

如
五
・
六
・
七

如
八

如
九
・
一
〇

如
一
一

如

一
三
・
一
四
・
一
二

如
一
五

大
一

大
二
～
九

大
二
一
・
二

二
・
二
三

大
二
四

大
二
五
・
二
六

（
二
十
四
代
経
凞
）

後
予
一
・
二

後
予
三

後
予
四

後
予
五
・
六

後
予
七
・
八

後
予
九

証
一
〇

証
一
一
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同　

十
二
年
〈
自
三
月
／
至
四
月
〉　

仝　

右
の
貞
函
蓋
貼
紙
上
層
の
目
録
は
、「
証
常
楽
院
殿
」（
基
前
）
が
下
層
の
貼
紙
に

見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
基
前
が
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
薨
じ
た
後
、
そ
の
日
記

を
取
り
ま
と
め
て
貞
函
に
加
え
た
際
の
状
況
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
現
状
の

史
料
番
号
で
整
理
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
見
え
な
い
も
の
（
予
二
・
三
・
五
・
七
・

一
六
、
大
一
〇
～
二
〇
、
証
一
三
な
ど
）
は
、
そ
の
後
に
近
衞
家
内
で
見
出
さ
れ
、

す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
日
記
群
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

下
層
の
貼
紙
は
以
下
の
内
容
で
あ
る
こ
と
が
上
層
を
透
か
し
て
判
読
で
き
る
。

貞
之
函

予
楽
院
殿

元
禄
四
年
〈
自
後
八
月
／
到
十
月
〉　

一
冊

同　

五
年
〈
正
月
《
自
一
日
／
至
六
日
》〉　

一
ー

 

「（
行
間
補
書
）

同　

六
年
〈
十
一
月
〉　

一
ー
」

 

「（
行
間
補
書
、次
行
ノ
次
ニ
ア
リ
、符
号
ノ
意
ニ
依
リ
改
ム
）

同　

七
年
〈
正
月
〉　

一
ー
」

同　

九
年
〈
十
一
月
〉　

一
ー

 

「
宝
永
七
年
〈
四
月
〉　

一
ー
」

同　

五
年
〈
正
月
〉　

一
ー

外
ニ
一
冊
〈
年
号
不
分
明
／
元
禄
十
六
年
正
月
十
九
日
〉

如
是
観
院
殿

正
徳
二
年
〈
自
八
月
／
至
十
一
月
〉　

一
冊

同　

三
年
〈
八
月
〉　

一
ー

同　

四
年
〈
正
／
自
二
至
五
〉　

二
ー

同　

五
年
〈
自
正
至
三
／
自
八
至
九
／
十
月
〉　

三
ー

享
保
二
年
〈
正
月
〉　

一
ー

同　

三
年
〈
自
正
至
五
／
三
月
〉　

二
冊

 

『（
行
間
朱
書
）

同　

七
年　

一
冊
』

同　

十
一
年
〈
自
六
至
九
／
自
十
至
十
二
〉　

二
ー

同　

十
二
年
〈
自
二
至
三
〉　

一
ー

大
解
脱
院
殿

 

『（
行
間
朱
書
）

宝
暦
三
年
〈
十
一
月
《
十
六
日
／
十
七
日
》
事
〉　

一
冊
』

宝
暦
七
年
〈
自
三
月
／
至
十
月
〉　

一
包

但
八
冊

後
予
楽
院
殿

天
明
五
年
〈
自
九
月
／
至
十
二
月
〉　

一
冊

同　

六
年
〈
自
正
至
三
／
自
四
至
十
二
〉　

二
ー

同　

七
年
〈
自
二
至
七
／
自
八
至
十
一
〉　

二
ー

安
永
九
年
〈
自
正
至
七
／
自
八
至
十
二
〉　

二
ー

 

『
予
楽
院
殿
御
筆
物
一
包
〈
但
十
一
冊
／
有
〉』

 

『
大
解
脱
院
殿
御
筆
物
一
括
〈
但
七
冊
有
〉』

 

『
予
楽
院
殿
御
記
〈
貞
享
三
自
正
至
九
／
一
冊
同
九
月
一
冊
〉』

 

『
同　
〈
元
禄
十
七
年
正
月
／
二
月
〉　

二
冊
〉』

右
の
う
ち
、
上
層
に
あ
っ
て
下
層
に
な
い
も
の
（
予
六
、
如
一
二
、
大
二
一
～
二

六
、
後
予
三
・
九
な
ど
）
は
、
当
主
の
日
記
を
貞
函
に
収
め
た
当
初
に
は
見
当
た
ら

ず
、
別
々
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
後
期
の
近
衞
家
に
お
い
て
、
比
較
的
近
い
時
代
の
当
主
の
日
記
は
必
ず

し
も
ま
と
ま
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
状
況
が
う
か
が
え
よ
う
。

二　

家
凞
以
降
の
各
当
主
日
記
原
本

次
に
、
貞
函
収
納
の
二
十
一
代
家
凞
か
ら
二
十
五
代
基
前
ま
で
と
、
個
別
の
函
に

収
め
ら
れ
て
い
る
二
十
六
代
忠
凞
（
一
八
〇
八
～
九
八
）・
二
十
七
代
忠
房
（
一
八

三
八
～
七
三
）
の
近
衞
家
歴
代
当
主
の
日
記
に
つ
い
て
目
録
情
報
を
ま
と
め
て
お

く
。
冊
数
の
下
の
（　

×　

）
は
縦
横
の
法
量
（
単
位
㎝
）
で
、〔　

〕
は
改
め
る

証
一
二

（
コ
ノ
一
行
ヲ
抹
消
シ
上
欄
ニ「
基
凞
公
御
記
也
、」ト
補
書
ス
）　
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べ
き
文
字
で
あ
る
。

ア
、『
家
凞
公
記
（
予
楽
院
記
）』

二
十
一
代
家
凞
の
日
記
原
本
。
そ
の
諡
号
「
予
楽
院
」
に
因
み
、「
予
一
」
以
下

の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。

●
予
一　

貞
享
三
年
正
月
・
九
月　

一
冊
（
二
六
・
九
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
「
貞
享
第
三
〈
丙
寅
〉
歳
」。
内
容
は
貞
享
三
年
正
月
一
日
～
十
日
、
九
月

一
日
～
十
三
日
・
十
八
日
・
二
十
日
・
二
十
一
日
条
。
こ
の
う
ち
九
月
十
八
日
条

は
「
予
四
」
冊
と
重
複
し
て
い
る
。

●
予
二　

貞
享
三
年
四
月
・
五
月　

一
冊
（
三
〇
・
七
×
二
二
・
二
）

表
紙
「
貞
享
三
〈
丙
丑
〔
寅
〕〉
歳
」。
内
容
は
貞
享
三
年
四
月
一
日
～
五
月
十
一
日
・

十
五
日
・
十
六
日
条
。

●
予
三　

貞
享
三
年
八
月
・
九
月　

一
冊
（
二
九
・
八
×
二
四
・
三
）

表
紙
「
貞
享
三
歳
」。
内
容
は
貞
享
三
年
八
月
十
二
日
～
十
六
日
、
九
月
十
四
日

～
十
七
日
条
。

●
予
四　

貞
享
三
年
九
月　

一
冊
（
三
〇
・
六
×
二
二
・
二
）

表
紙
無
し
。
内
容
は
貞
享
三
年
九
月
十
八
日
条
の
み
で
、
予
一
と
重
複
す
る
。
記

事
の
文
言
は
予
一
と
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

●
予
五　

貞
享
四
年
正
月　

一
冊
（
二
八
・
四
×
二
〇
・
七
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
貞
享
四
年
正
月
七
日
条
の
み
。

●
予
六　

元
禄
二
年
正
月　

一
冊
（
二
九
・
七
×
二
四
・
一
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
元
禄
二
年
正
月
一
日
～
十
七
日
条
。

●
予
七　

元
禄
三
年
六
月
～
八
月
・
十
一
月　

一
冊
（
一
三
・
七
×
一
〇
・
〇
）

表
紙
外
題
無
し
。 

冒
頭 「
元
禄
三 〈
庚
午
〉 

歳　

内
大
臣
家
凞 （
花
押
）」。 

内
容
は

元
禄
三
年
六
月
一
日
～
七
月
二
十
六
日
、
八
月
二
十
四
日
・
二
十
五
日
、
十
一
月

二
十
一
日
～
二
十
四
日
条
。
も
と
は
陽
明
文
庫
典
籍
目
録
甲
号
に
記
載
さ
れ
て
い

た
も
の
で
、
表
紙
に
「
近
／
二
四
四
／
一
六
二
」
の
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

●
予
八　

元
禄
四
年
閏
八
月
～
十
月　

一
冊
（
二
八
・
八
×
二
〇
・
八
）

表
紙
「
元
禄
四
〈
辛
未
〉
歳
」。
冒
頭
「
元
禄
四
〈
辛
未
〉
歳　

内
大
臣
藤
原
家

凞
（
花
押
）」。
内
容
は
元
禄
四
年
閏
八
月
一
日
～
十
月
八
日
条
。

●
予
九　

元
禄
五
年
正
月　

一
冊
（
二
八
・
八
×
二
〇
・
八
）

表
紙
「
元
禄
五
〈
壬
申
〉
歳
」。
冒
頭
「
元
禄
五
〈
壬
申
〉
歳　

内
大
臣
（
花

押
）」。
内
容
は
元
禄
五
年
正
月
一
日
～
六
日
条
。

●
予
一
〇　

元
禄
六
年
十
一
月　

一
冊
（
二
八
・
八
×
二
〇
・
八
）

表
紙
「
元
禄
六
歳
〈
十
一
月
自
朔
日
／
至
廿
五
日
〉」。
内
容
は
元
禄
六
年
十
一
月

一
日
～
二
十
五
日
条
。
息
男
家
久
の
元
服
に
関
す
る
別
記
。

●
予
一
一　

元
禄
七
年
正
月　

一
冊
（
三
〇
・
三
×
二
二
・
〇
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
元
禄
七
年
正
月
一
日
～
七
日
条
。

●
予
一
二　

元
禄
九
年
十
一
月　

一
冊
（
三
三
・
六
×
二
三
・
一
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
元
禄
九
年
十
一
月
十
五
日
～
二
十
五
日
条
。
明
正
天
皇

葬
儀
に
関
す
る
別
記
。

●
予
一
三　

元
禄
十
六
年
正
月
～
八
月　

一
冊
（
一
五
・
六
×
二
四
・
八
）

表
紙
外
題
無
し
、
題
簽
「
元
禄
十
六
年
家
凞
公
御
記
」。
内
容
は
元
禄
十
六
年
正

月
十
九
日
～
七
月
八
日
・
十
八
日
・
二
十
六
日
～
八
月
四
日
条
。

●
予
一
四　

宝
永
元
（
元
禄
十
七
）
年
正
月　

一
冊
（
三
三
・
六
×
二
三
・
七
）

表
紙
「
元
禄
十
七
歳
〈
正
月
〉」、
表
紙
見
返
「
右
大
臣
（
花
押
）
／
正
月
十
一
日

転
左
大
臣
／
十
三
日
奏
慶
賀
」。
内
容
は
宝
永
元
年
正
月
一
日
～
三
十
日
条
。

●
予
一
五　

宝
永
元
（
元
禄
十
七
）
年
二
月
・
三
月　

一
冊
（
三
四
・
一
×
二
三
・
七
） 

表
紙
外
題
無
し
、
表
紙
見
返
「
三
月
十
三
日
／
為
宝
永
元
年
」。
内
容
は
宝
永
元

年
二
月
一
日
～
三
月
九
日
条
。

●
予
一
六　

宝
永
四
年
四
月　

一
冊
（
三
二
・
四
×
二
三
・
〇
）

表
紙
「
宝
永
四
年
〈
四
月　

儲
皇
親
王
宣
下
之
事
〉」。
内
容
は
宝
永
四
年
四
月
二
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十
二
日
・
二
十
三
日
・
二
十
六
日
・
二
十
七
日
条
。
慶
仁
親
王
（
後
の
中
御
門
天

皇
）
親
王
宣
下
に
関
す
る
別
記
。
冒
頭
に
「
儲
皇
親
王
宣
下
以
下
別
記
、
左
相
府

歓
楽
間
、
余
注
記
之
、」
と
あ
り
、
筆
跡
か
ら
判
断
し
て
父
基
凞
の
手
に
な
る
記

録
と
思
わ
れ
る
。

●
予
一
七　

宝
永
四
年
十
一
月
・
同
五
年
正
月　

一
冊
（
二
七
・
九
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
宝
永
四
年
十
一
月
十
一
日
条
（
年
月
の
記
述
は
な
い

が
、
宝
永
四
年
十
一
月
二
十
七
日
の
家
凞
関
白
詔
宣
下
に
関
す
る
拝
賀
・
直
衣
始

等
の
日
時
に
つ
い
て
議
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
）
と
、
同
五
年
正
月
一
日
～
十

四
日
条
。

●
予
一
八　

関
東
御
道
之
記　

一
冊
（
二
一
・
六
×
一
五
・
一
）

表
紙
外
題
無
し
、「
家
凞
公
記
〈
関
東
御
道
之
記
〉
一
冊
」「
正
徳
三
年
三
月
」

「
予
楽
院
江
戸
下
向
記
」
と
記
す
紙
片
が
附
属
す
る
。
内
容
は
正
徳
三
年
三
月
十

日
～
二
十
日
条
で
、
草
津
か
ら
大
磯
ま
で
の
道
中
記
。
家
凞
は
四
月
二
日
の
徳
川

家
継
将
軍
宣
下
に
参
る
た
め
、
三
月
二
十
三
日
か
ら
五
月
一
日
ま
で
江
戸
に
滞
在

し
（
（
（
た
。

以
上
の
ほ
か
、
現
状
で
「
予
」
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
日
記
原
本
も
あ
る
。

●
二
二
九
六
一　

元
禄
元
（
貞
享
五
）
年
八
月
・
九
月　

一
冊
（
二
七
・
〇
×
二

〇
・
五
）

一
般
文
書
目
録
記
載
の
も
の
。
表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
元
禄
元
年
八
月
十
二
日

～
十
六
日
、
九
月
十
四
日
～
二
十
八
日
・
三
十
日
条
で
、
元
禄
改
元
に
関
す
る
別

記
。
前
掲
の
函
蓋
目
録
に
は
記
載
が
無
く
、
日
記
原
本
と
は
別
々
に
伝
来
し
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
貞
享
四
年
、
元
禄
三
年
・
四
年
・
六
年
・
七
年
の
断
片
的
な
原
本
も
別

に
残
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
「
お
わ
り
に
」
参
照
）。

ま
た
、
家
凞
筆
の
覚
書
原
本
十
冊
も
日
記
と
共
に
伝
来
し
て
い
る
。「
予
楽
院
様

御
筆
」
と
上
書
の
あ
る
包
紙
に
包
ま
れ
て
お
り
、
裏
面
に
は
「
予
楽
院
様
御
筆
／
関

東
御
道
之
記　

一
冊
／
小
朝
拝　

一
冊
／
〈
四
方
拝
／
御
薬
〉　

一
冊
／
白
馬　

一

冊
／
厨
事
類
記　

一
冊
／
草
塾　

一
冊
／
御
抜
書
〈
二
／
三
〉　

二
冊
／
四
方
拝
考   

一
冊
／
四
〈
闈
司
二
人
／
ー
ー
ー
ー
〉　

一
冊
／
踏
歌　

一
冊
／
合
十
一
本
」
と
あ

る
。
こ
れ
ら
は
函
蓋
目
録
で
「
御
筆
物
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、
当
初
は
「
予
一
八
」

も
含
め
て
十
一
冊
で
ま
と
ま
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

イ
、『
家
久
公
記
（
如
是
観
院
記
）』

二
十
二
代
家
久
の
日
記
原
本
。
そ
の
諡
号
「
如
是
観
院
」
に
因
み
、「
如
一
」
以

下
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。

●
如
一　

正
徳
二
年
八
月
～
十
一
月　

一
冊
（
二
六
・
六
×
一
九
・
六
）

表
紙
「
正
徳
二
年
〈
八
月
廿
八
日
始
〉」。
冒
頭
「
正
徳
二
年　

内
大
臣
（
花

押
）」。
内
容
は
正
徳
二
年
八
月
二
十
八
日
～
十
月
十
九
日
、
十
一
月
一
日
～
二
十

五
日
条
。

●
如
二　

正
徳
三
年
八
月　

一
冊
（
一
六
・
三
×
二
三
・
二
）

表
紙
「〈
仙
洞
御
落
飾
事
〉
／
正
徳
三
年
〈
八
月
〉」。
内
容
は
正
徳
三
年
八
月
十

六
日
～
二
十
日
条
で
、
霊
元
上
皇
出
家
に
関
す
る
別
記
。

●
如
三　

正
徳
四
年
正
月　

一
冊
（
二
七
・
六
×
一
九
・
六
）

表
紙
「
正
徳
四
歳
〈
正
月
〉
／
内
大
臣
（
花
押
）」。
内
容
は
正
徳
四
年
正
月
一
日

～
二
十
九
日
条
。
な
お
、
一
般
文
書
目
録
二
二
九
五
三
「
御
日
記
写
」
は
正
月
一

日
～
四
日
条
の
、
同
二
二
九
五
四
「
御
日
記
写
」
は
正
月
一
日
～
三
月
十
四
日
、

四
月
一
日
～
二
十
二
日
条
の
そ
れ
ぞ
れ
自
筆
別
本
で
、
本
冊
と
重
複
す
る
部
分
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。

●
如
四　

正
徳
四
年
二
月
～
五
月　

一
冊
（
二
七
・
五
×
一
九
・
八
）

表
紙
「
正
徳
四
年
春
／
内
大
臣
（
花
押
）」。
内
容
は
正
徳
四
年
二
月
一
日
～
三
月

（
家
凞
）
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十
四
日
、
四
月
一
日
～
五
月
二
十
三
日
条
。
紙
背
和
歌
懐
紙
。
な
お
、
一
般
文
書

目
録
二
二
九
五
四
「
御
日
記
写
」
は
正
月
一
日
～
三
月
十
四
日
、
四
月
一
日
～
二

十
二
日
条
の
自
筆
別
本
で
、
本
冊
と
重
複
す
る
部
分
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

●
如
五　

正
徳
五
年
正
月
～
三
月　

一
冊
（
二
六
・
三
×
一
九
・
二
）

表
紙
「
正
徳
五
年
〈
正
月
〉
／
内
大
臣
（
花
押
）」、
表
紙
見
返
「
内
大
臣
正
二
位

藤
原
家
久
／
〈
歳
廿
九
〉」。
内
容
は
正
徳
五
年
正
月
一
日
～
三
月
十
三
日
条
。
紙

背
和
歌
懐
紙
。

●
如
六　

正
徳
五
年
八
月
・
九
月　

一
冊
（
二
六
・
三
×
一
九
・
二
）

表
紙
「
正
徳
五
年
〈
秋
〉
／
右
大
臣
（
花
押
）」。
内
容
は
正
徳
五
年
八
月
一
日
～

九
月
二
十
九
日
条
。
紙
背
和
歌
懐
紙
。

●
如
七　

正
徳
五
年
十
月　

一
冊
（
二
六
・
二
×
一
九
・
二
）

表
紙
「
正
徳
五
歳
〈
冬
〉
／
右
大
臣
家
久
」。
内
容
は
正
徳
五
年
十
月
一
日
～
三

十
日
条
。
紙
背
和
歌
懐
紙
。

●
如
八　

享
保
二
年
正
月　

一
冊
（
一
四
・
二
×
二
〇
・
七
）

表
紙
「
享
保
二
年
〈
春
〉」。
冒
頭
「
享
保
二
歳　

右
大
臣
（
花
押
）〈
年
卅

一
〉」。
内
容
は
享
保
二
年
正
月
一
日
～
十
四
日
条
。

●
如
九　

享
保
三
年
正
月
～
五
月　

一
冊
（
一
四
・
一
×
二
〇
・
八
）

表
紙
「
享
保
年
次
三
歳
〈
春
〉」。
冒
頭
「
享
保
三
歳　

右
大
臣
正
二
位
（
花
押
）

〈
卅
二
〉」。
内
容
は
享
保
三
年
正
月
一
日
～
五
月
一
日
条
。
記
事
中
に
書
状
を
貼

付
し
た
箇
所
が
多
い
。

●
如
一
〇　

享
保
三
年
三
月　

一
冊
（
一
四
・
二
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「
享
保
三
年
」。
冒
頭
「
享
保
三
年　

右
大
臣
（
花
押
）」。
内
容
は
古
今
集

講
釈
に
関
す
る
享
保
三
年
三
月
八
日
条
。

●
如
一
一　

享
保
七
年
五
月　

一
冊
（
一
五
・
六
×
二
二
・
六
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
享
保
七
年
五
月
三
日
～
十
三
日
条
。
反
古
を
再
利
用
。

●
如
一
二　

享
保
十
一
年
六
月
（
蒙
関
白
詔
私
記
）　

一
冊
（
三
二
・
〇
×
二
二
・

二
）

表
紙
「
享
保
十
一
年
〈
蒙
関
白
詔
私
記
〉
／
関
白
左
大
臣
家
久
」。
冒
頭
「
享
保

十
一
年　

関
白
左
大
臣
家
久
〈
四
十
歳
〉」。
内
容
は
享
保
十
一
年
六
月
一
日
条

で
、
関
白
詔
宣
下
に
関
す
る
別
記
。
内
容
が
重
複
す
る
如
一
三
の
同
日
条
に
は

「
今
日
詔
宣
下
拝
賀
、
天
晴
、
在
別
記
、」
と
あ
り
、
こ
の
「
別
記
」
に
該
当
す
る

も
の
か
。
奥
書
に
「
宣
下
拝
賀
一
会
任
思
出
少
々
書
綴
、
於
雑
事
者
長（進
藤
）富・

孝
道

（
今
大
路
）

等
所
令
筆
記
、
依
之
略
之
了
、」
と
あ
り
、
詳
細
は
家
司
に
も
記
録
さ
せ
て
い

る
。
家
司
の
記
録
で
あ
る
『
雑
事
日
記
』
の
同
日
条
は
こ
こ
に
見
え
る
進
藤
長
富

と
今
大
路
孝
道
が
担
当
し
、
そ
こ
に
も
「
一
会
別
記
有
之
、
仍
略
之
、」
と
あ

り
、
家
司
側
で
も
別
に
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。

●
如
一
三　

享
保
十
一
年
六
月
～
九
月　

一
冊
（
一
五
・
〇
×
二
一
・
七
）

表
紙
「
享
保
十
一
年
〈
六
月
ヨ
リ
／
至
九
月
〉」。
冒
頭
「
六
月　

関
白
左
大

臣
」。
内
容
は
享
保
十
一
年
六
月
一
日
～
九
月
二
十
九
日
条
。

●
如
一
四　

享
保
十
一
年
十
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
五
・
八
×
二
二
・
〇
）

表
紙
「
享
保
十
一
年
〈
冬
〉」。
内
容
は
享
保
十
一
年
十
月
一
日
～
十
二
月
三
十
日

条
。

●
如
一
五　

享
保
十
二
年
二
月
・
三
月　

一
冊
（
一
五
・
八
×
二
二
・
一
）

表
紙
「
享
保
十
二
歳
〈
二
月
／
三
月
〉」。
内
容
は
享
保
十
二
年
二
月
一
日
～
三
月

二
十
日
条
。

以
上
の
ほ
か
、
現
状
で
「
予
」
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
日
記
原
本
も
あ
る
。

●
近
／
二
四
四
／
一
五
三　

正
徳
元
（
宝
永
八
）
年
十
月　

一
冊
（
三
一
・
八
×
二

二
・
六
）

陽
明
文
庫
典
籍
目
録
甲
号
記
載
の
も
の
。
表
紙
「
拝
賀
記
／
内
大
臣
左
大
将
（
花

押
）」。
表
紙
見
返
「
今
年
二
月
廿
五
日
任
槐
、
幸
甚
々
々
、
／
内
大
臣
従
二
位
兼

行
左
近
衛
大
将
藤
原
朝
臣
家
久
〈
歳
廿
五
〉」。
内
容
は
正
徳
元
年
十
月
二
十
三
日
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条
で
、
任
内
大
臣
拝
賀
に
関
す
る
別
記
。
末
尾
に
「
拝
賀
次
第
并
里
第
儀
」（
次

第
）
を
貼
付
す
る
。

●
二
二
九
五
三　

正
徳
四
年
正
月　

一
冊
（
一
六
・
五
×
二
三
・
〇
）

一
般
文
書
目
録
掲
載
の
も
の
。
表
紙
無
し
。
内
容
は
正
徳
四
年
正
月
一
日
～
四
日

条
で
、
如
三
・
二
二
九
五
四
と
重
複
す
る
別
本
。
記
事
の
文
言
は
こ
れ
ら
の
両
方

と
も
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

●
二
二
九
五
四　

正
徳
四
年
正
月
～
四
月　

一
冊
（
三
四
・
四
×
二
三
・
七
）

一
般
文
書
目
録
掲
載
の
も
の
。
表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
正
徳
四
年
正
月
一
日
～

三
月
十
四
日
、
四
月
一
日
～
二
十
二
日
条
（
末
尾
に
正
月
十
一
日
途
中
～
十
四
日

途
中
を
記
す
反
故
あ
り
）
で
、
如
三
・
如
四
・
二
二
九
五
三
と
重
複
す
る
別
本
。

記
事
の
文
言
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
と
も
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
『
家
久
公
記
』一（
請
求
記
号
六
一

七
三
／
二
一
三
／
一
）
の
最
初
に
収
め
ら
れ
て
い
る
元
禄
六
年
十
一
月
記
は
、
陽
明

文
庫
典
籍
目
録
甲
号
掲
載
の
「
元
禄
六
年
家
久
元
服
前
後
記
」（
近
／
二
四
四
／
一

九
五
）
で
あ
る
。
外
題
は
無
い
が
、
内
容
は
前
半
が
『
基
凞
公
記
』（
応
一
一
五
）

の
抄
出
、
後
半
は
『
家
凞
公
記
』（
予
一
〇
）
の
抄
出
で
、
家
久
の
日
記
で
は
な
い
。

ウ
、『
内
前
公
記
（
大
解
脱
院
記
）』

二
十
三
代
内
前
の
日
記
原
本
。
そ
の
諡
号
「
大
解
脱
院
」
に
因
み
、「
大
一
」
以

下
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
内
前
の
日
記
は
体
裁
が
よ
く
整
っ
て
お
り
、
別
記
を

除
く
と
、
関
白
宣
下
を
受
け
た
翌
日
か
ら
始
ま
る
。
大
二
か
ら
大
九
ま
で
の
八
（
（
（
冊
は

無
地
の
表
紙
の
横
帳
で
、
記
事
は
毎
日
清
書
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
大
一
〇
か
ら
大

二
〇
ま
で
の
十
一
冊
に
は
文
様
の
あ
る
表
紙
が
用
い
ら
れ
、
日
付
は
断
続
的
で
あ
る

が
、
宝
暦
事
件
を
中
心
に
詳
し
く
記
録
し
、
話
題
毎
に
朱
合
点
を
付
し
て
い
る
。

●
大
一　

宝
暦
三
年
十
一
月　

一
冊
（
三
〇
・
二
×
二
〇
・
七
）

表
紙
「
宝
暦
三
歳
〈
十
一
月
〉」。
冒
頭
「
宝
暦
三
癸
酉
歳　

左
大
臣
内
前
」。
内

容
は
宝
暦
三
年
十
一
月
十
六
日
・
十
七
日
新
嘗
祭
別
記
。

●
大
二　

宝
暦
七
年
三
月　

一
冊
（
一
四
・
八
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「
宝
暦
七
年
〈
三
月
〉」。
内
容
は
宝
暦
七
年
三
月
十
七
日
～
三
十
日
条
。

●
大
三　

宝
暦
七
年
四
月　

一
冊
（
一
四
・
八
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「
宝
暦
七
年
〈
四
月
〉」。
内
容
は
宝
暦
七
年
四
月
一
日
～
三
十
日
条
。

●
大
四　

宝
暦
七
年
五
月　

一
冊
（
一
四
・
八
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「
宝
暦
七
年
〈
五
月
〉」。
内
容
は
宝
暦
七
年
五
月
一
日
～
二
十
九
日
条
。

●
大
五　

宝
暦
七
年
六
月　

一
冊
（
一
四
・
八
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「
宝
暦
七
年
〈
六
月
〉」。
内
容
は
宝
暦
七
年
六
月
一
日
～
三
十
日
条
。

●
大
六　

宝
暦
七
年
七
月　

一
冊
（
一
五
・
〇
×
二
〇
・
四
）

表
紙
「
宝
暦
七
年
〈
七
月
〉」。
内
容
は
宝
暦
七
年
七
月
一
日
～
二
十
九
日
条
。

●
大
七　

宝
暦
七
年
八
月　

一
冊
（
一
四
・
九
×
二
一
・
〇
）

表
紙
「
宝
暦
七
年
〈
八
月
〉」。
内
容
は
宝
暦
七
年
八
月
一
日
～
三
十
日
条
。

●
大
八　

宝
暦
七
年
九
月　

一
冊
（
一
四
・
九
×
二
〇
・
七
）

表
紙
「
宝
暦
七
年
〈
九
月
〉」。
内
容
は
宝
暦
七
年
九
月
一
日
～
三
十
日
条
。

●
大
九　

宝
暦
七
年
十
月　

一
冊
（
一
四
・
九
×
二
〇
・
七
）

表
紙
「
宝
暦
七
年
〈
十
月
〉」。
内
容
は
宝
暦
七
年
十
月
一
日
～
二
十
九
日
条
。

●
大
一
〇　

宝
暦
七
年
七
月
・
八
月　

一
冊
（
二
七
・
四
×
一
九
・
九
）

表
紙
「
一
／
宝
暦
七
年
〈
自
七
月
十
一
日
／
至
八
月
十
二
日
〉」。
表
紙
見
返
「
関

白
内
前　

三
十
歳
」。
内
容
は
宝
暦
七
年
七
月
十
一
日
～
八
月
十
二
日
条
で
、
日

付
は
断
続
的
。

●
大
一
一　

宝
暦
七
年
八
月
～
十
月　

一
冊
（
二
七
・
七
×
一
九
・
九
）

表
紙
「
二
／
宝
暦
七
年
〈
自
八
月
十
三
日
／
至
十
月
十
九
日
〉」。
内
容
は
宝
暦
七

年
八
月
十
三
日
～
十
月
十
九
日
条
で
、
日
付
は
断
続
的
。

●
大
一
二　

宝
暦
八
年
正
月
～
五
月　

一
冊
（
二
七
・
六
×
二
〇
・
〇
）
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表
紙
「
三
／
宝
暦
八
年
〈
自
正
月
廿
七
日
／
至
五
月
廿
五
日
〉」。
表
紙
見
返
「
関

白
内
前　

三
十
一
歳
」。
内
容
は
宝
暦
八
年
正
月
二
十
七
日
～
五
月
二
十
五
日
条

で
、
日
付
は
断
続
的
。

●
大
一
三　

宝
暦
八
年
五
月
・
六
月　

一
冊
（
二
七
・
七
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
「
四
／
宝
暦
八
年
〈
自
五
月
廿
九
日
／
至
六
月
十
五
日
〉」。
内
容
は
宝
暦
八

年
五
月
二
十
九
日
～
六
月
十
五
日
条
で
、
日
付
は
断
続
的
。

●
大
一
四　

宝
暦
八
年
六
月　

一
冊
（
二
七
・
六
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
「
五
／
宝
暦
八
年
〈
自
六
月
十
六
日
／
至
同
月
晦
日
〉」。
内
容
は
宝
暦
八
年

六
月
十
六
日
～
二
十
四
日
・
二
十
七
日
～
三
十
日
条
。

●
大
一
五　

宝
暦
八
年
七
月　

一
冊
（
二
七
・
六
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
「
六
／
宝
暦
八
年
〈
自
七
月
朔
日
／
至
同
月
十
九
日
〉」。
内
容
は
宝
暦
八
年

七
月
一
日
～
十
九
日
条
で
、
日
付
は
断
続
的
。

●
大
一
六　

宝
暦
八
年
七
月　

一
冊
（
二
七
・
六
×
一
九
・
九
）

表
紙
「
七
／
宝
暦
八
年
〈
自
七
月
二
十
日
／
至
同
月
廿
三
日
〉」。
内
容
は
宝
暦
八

年
七
月
二
十
日
～
二
十
三
日
条
。

●
大
一
七　

宝
暦
八
年
七
月　

一
冊
（
二
七
・
六
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
「
八
／
宝
暦
八
年
〈
自
七
月
廿
四
日
／
至
同
月
廿
九
日
〉」。
内
容
は
宝
暦
八

年
七
月
二
十
四
日
～
二
十
九
日
条
。

●
大
一
八　

宝
暦
八
年
八
月　

一
冊
（
二
七
・
七
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
「
九
／
宝
暦
八
年
〈
自
八
月
二
日
／
至
同
月
晦
日
〉」。
内
容
は
宝
暦
八
年
八

月
二
日
～
三
十
日
条
で
、
日
付
は
断
続
的
。

●
大
一
九　

宝
暦
八
年
九
月
～
十
二
月　

一
冊
（
二
七
・
七
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
「
十
／
宝
暦
八
年
〈
自
九
月
三
日
／
至
十
二
月
九
日
〉」。
内
容
は
宝
暦
八
年

九
月
三
日
～
十
二
月
九
日
条
で
、
日
付
は
断
続
的
。

●
大
二
〇　

宝
暦
九
年
二
月
～
十
年
二
月　

一
冊
（
二
六
・
三
×
一
九
・
八
）

表
紙
「
十
一
／
宝
暦
〈
九
／
十
〉
年
〈
自
九
年
二
月
十
四
日
／
至
十
年
二
月
十
三

日
〉」。
内
容
は
宝
暦
九
年
二
月
十
四
日
～
同
十
年
二
月
十
三
日
条
で
、
日
付
は
断

続
的
。

●
大
二
一　

宝
暦
十
二
年
七
月
・
八
月　

一
冊
（
三
〇
・
四
×
二
三
・
五
）

表
紙
「
宝
暦
十
二
壬
午
年
〈
七
月
《
十
一
日
已
後
》
／
八
月
一
日
〉」。
内
容
は
宝

暦
十
二
年
七
月
十
一
日
～
八
月
一
日
条
。
大
二
一
〜
二
三
は
毎
日
清
書
し
て
い
る
。

●
大
二
二　

宝
暦
十
二
年
八
月　

一
冊
（
三
〇
・
五
×
二
三
・
五
）

表
紙
「
宝
暦
十
二
壬
午
年
〈
八
月
《
二
日
よ
り
廿
一
日
迄
》〉」。
内
容
は
宝
暦
十

二
年
八
月
二
日
～
八
月
二
十
一
日
条
。

●
大
二
三　

宝
暦
十
二
年
八
月
・
九
月　

一
冊
（
三
〇
・
五
×
二
三
・
六
）

表
紙
「
宝
暦
十
二
壬
午
年
〈
八
月
《
廿
二
日
已
後
》
／
九
月
《
十
二
日
迄
》〉」。

内
容
は
宝
暦
十
二
年
八
月
二
十
二
日
～
九
月
十
二
日
条
。

●
大
二
四　

寛
延
三
年
・
宝
暦
元
（
寛
延
四
）
年
（
桜
町
天
皇
諒
闇
記
）　

一
冊

表
紙
「
寛
延
」、
表
紙
見
返
貼
紙
「
桜
町
院
諒
闇
記
／
寛
延
三
年
」。
内
容
は
寛
延

三
年
四
月
二
十
二
日
～
宝
暦
元
（
寛
延
四
）
年
五
月
十
七
日
条
で
、
日
付
は
断
続

的
。
片
面
十
四
行
の
罫
紙
を
利
用
。

●
大
二
五　

安
永
八
年
（
後
桃
園
天
皇
諒
闇
記
）　

一
冊

表
紙
「
安
永
」、
表
紙
附
箋
「
後
桃
園
院
諒
闇
記
／
安
永
八
年　

二
冊
之
内
」。
内

容
は
後
桃
園
天
皇
諒
闇
の
記
録
で
、
基
本
的
に
日
を
逐
っ
て
書
く
様
式
で
は
な

い
。
片
面
十
四
行
の
罫
紙
を
利
用
。

●
大
二
六　

安
永
八
年
（
後
桃
園
天
皇
諒
闇
記
）　

一
冊

表
紙
「
安
永
〈
洞
中　

里
亭
〉」。
表
紙
貼
紙
「
後
桃
園
院
諒
闇
記
／
安
永
八
年　

二
冊
之
内
」。
内
容
は
後
桃
園
天
皇
諒
闇
の
記
録
で
、
前
冊
同
様
、
基
本
的
に
日

を
逐
っ
て
書
く
様
式
で
は
な
い
。
片
面
十
四
行
の
罫
紙
を
利
用
。

な
お
、
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
『
内
前
公
記
』
三
（
請
求
記
号
六
一
七
三
／

二
〇
八
／
三
）
の
最
後
に
収
め
ら
れ
て
い
る
冊
は
、
陽
明
文
庫
典
籍
目
録
甲
号
掲
載
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の
「
無
題
」（
近
／
一
六
九
／
一
一
）
で
、
内
前
の
日
記
で
は
な
い
。
外
題
は
無
い

が
、
内
容
は
明
和
六
年
六
月
十
七
日
～
二
十
九
日
条
の
記
録
で
あ
る
。
実
は
『
近
衛

家
御
用
雑
記
』
と
称
さ
れ
る
家
司
記
の
一
部
で
、
同
じ
く
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
真
帳

第
一
〇
九
冊
（
請
求
記
号
六
一
七
三
／
三
五
六
／
一
〇
九
）
に
入
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。

エ
、『
経
凞
公
記
（
後
予
楽
院
記
）』

二
十
四
代
経
凞
の
日
記
原
本
。
そ
の
諡
号
「
後
予
楽
院
」
に
因
み
、「
後
予
一
」

以
下
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
経
凞
は
ほ
ぼ
毎
日
記
事
を
書
い
て
い
る
点
が
特
徴

的
で
あ
る
。

●
後
予
一　

安
永
九
年
正
月
～
七
月　

一
冊
（
二
五
・
七
×
一
七
・
四
）

表
紙
「〈
諒
闇
〉
安
永
九
年
日
記
〈
七
月
迄
〉」。
内
容
は
安
永
九
年
正
月
一
日
～

七
月
二
十
九
日
条
。
奥
書
に
「
自
今
年
書
之
、
／
甚
狼
藉
、
不
許
他
見
者
也
、
／

（
花
押
）」
と
あ
り
、
こ
の
年
か
ら
日
記
を
起
筆
し
て
い
る
。

●
後
予
二　

安
永
九
年
八
月
～
十
二
月　

一
冊
（
二
四
・
三
×
一
七
・
四
）

表
紙
「
安
永
九
年
日
記
〈
従
八
朔
／
至
十
二
月
〉」。
内
容
は
安
永
九
年
八
月
一
日

よ
り
十
二
月
二
十
九
日
条
。

●
後
予
三　

天
明
元
（
安
永
十
）
年
正
月
～
六
月　

一
冊
（
二
四
・
四
×
一
七
・
五
）

表
紙
「
安
永
十
年
〈
四
月
二
日
／
改
元
天
明
〉」。
内
容
は
天
明
元
年
正
月
一
日
～

六
月
三
十
日
条
。

●
後
予
四　

天
明
五
年
九
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
六
・
六
×
四
六
・
六
）

表
紙
「
天
明
〈
乙
巳
〉
五
年
〈
従
九
月
十
九
日
／
書
始
〉
／
内
大
臣
（
花
押
）

〈
廿
五
歳
〉」。
内
容
は
天
明
五
年
九
月
十
九
日
～
十
二
月
三
十
日
条
。
紙
背
文
書

あ
り
。

●
後
予
五　

天
明
六
年
正
月
～
三
月　

一
冊
（
一
六
・
七
×
四
六
・
六
）

表
紙
「
天
明
六
丙
午
歳
〈
従
正
月
〉
／
内
大
臣
経
凞
〈
廿
六
才
〉」。
内
容
は
天
明

六
年
正
月
一
日
～
三
月
二
十
九
日
条
。
紙
背
文
書
あ
り
。
文
書
を
貼
付
し
て
い
る

箇
所
も
多
い
。
冒
頭
に
「
委
曲
可
清
書
、
恐
処
未
尽
其
意
、」
と
あ
り
、
清
書
す

べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。

●
後
予
六　

天
明
六
年
四
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
六
・
八
×
四
六
・
八
）

表
紙
「
天
明
六
年
〈
従
四
月
〉
／
内
大
臣
経
凞
」。
内
容
は
天
明
六
年
四
月
一
日

～
十
一
月
十
五
日
・
二
十
一
日
〜
二
十
七
日
、
十
二
月
一
日
・
二
日
・
五
日
・
六

日
条
。
紙
背
文
書
あ
り
。

●
後
予
七　

天
明
七
年
二
月
～
七
月　

一
冊
（
一
三
・
二
×
一
九
・
四
）

表
紙
「
天
明
七
年
〈
従
二
月
朔
日
／
至
七
月
三
十
日
〉」。
冒
頭
「
天
明
七
年
〈
丁

未
〉　

内
大
臣
（
花
押
）〈
廿
七
歳
〉」。
内
容
は
天
明
七
年
二
月
一
日
～
五
月
二
十

二
日
、
六
月
九
日
～
七
月
三
十
日
条
。

●
後
予
八　

天
明
七
年
八
月
～
十
一
月　

一
冊
（
二
六
・
七
×
一
九
・
五
）

表
紙
「
天
明
七
年
〈
従
八
月
一
日
〉」。
内
容
は
天
明
七
年
八
月
一
日
～
十
月
八

日
・
二
十
日
・
二
十
五
日
～
十
一
月
十
日
条
。

●
後
予
九　

天
明
八
年
十
二
月
～
寛
政
元
（
天
明
九
）
年
二
月　

一
冊
（
二
九
・
一

×
二
二
・
二
）

表
紙
「
従
天
明
八
年
十
二
月
二
日　

同
九
年
〈
己
酉
〉
正
月
／
至
寛
政
元
年
二
月

／
為
寛
政
元
〈
正
／
廿
五
〉
／
改
元
備
忘
録
」。
内
容
は
天
明
八
年
十
二
月
二
日

～
六
日
・
十
日
・
十
二
日
・
十
四
日
〜
二
十
日
・
二
十
四
日
〜
二
十
六
日
、
寛
政

元
（
天
明
九
）
年
正
月
一
日
〜
二
十
五
日
条
の
寛
政
改
元
別
記
。

オ
、『
基
前
公
記
（
証
常
楽
院
記
）』

二
十
五
代
基
前
の
日
記
原
本
。
そ
の
諡
号
「
証
常
楽
院
」
に
因
み
、「
証
一
」
以

下
の
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。

●
証
一　

寛
政
十
年
正
月
～
三
月　

一
冊
（
二
九
・
八
×
二
一
・
二
）

表
紙
「
寛
政
十
〈
戊
午
〉
歳
／
日
記
／
自
正
月
元
日
／
権
大
納
言
兼
左
大
将
基
前
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（
花
押
）」。
表
紙
見
返
「
不
可
有
怠
慢
、
事
々
細
蜜
可
記
事
、」、
内
扉
表
「〈
十
六

才
（
花
押
）〉
／
権
大
納
言
藤
原
基
前
／
兼
左
近
衛
大
将
」。
内
容
は
寛
政
十
年
正

月
一
日
～
三
月
十
八
日
条
。
冒
頭
に
「
寛
政
十
戊
午
歳
日
記
一
」
と
記
し
て
お

り
、
こ
の
年
か
ら
日
記
を
起
筆
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

●
証
二　

享
和
元
（
寛
政
十
三
）
年
正
月　

一
冊
（
二
六
・
八
×
一
九
・
六
）

表
紙
「〈
為
享
和
元
〉
寛
政
十
三
歳
〈
従
正
月
一
日
／
至
〉」。
内
扉
「
内
大
臣

（
花
押
）〈
十
九
才
〉
／
寛
政
十
三
〈
辛
酉
〉
歳
〈
従
正
月
一
日
〉」。
内
容
は
享
和

元
年
正
月
一
日
～
六
日
条
。

●
証
三　

文
化
元
（
享
和
四
）
年
正
月
～
五
月　

一
冊
（
一
三
・
八
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「〈
為
文
化
元
〉
享
和
四
甲
子
歳
〈
従
正
月
〉」「
内
大
臣
藤
原
（
花
押
）〈
歳

廿
二
〉
／
兼
左
大
将
左
馬
寮
御
監
等
」。
内
容
は
文
化
元
年
正
月
一
日
～
五
月
十

一
日
条
。

●
証
四　

文
化
三
年
正
月　

一
冊
（
一
三
・
八
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「
文
化
第
三
歳
次
丙
寅
〈
自
正
月
〉
／
従
一
位
内
大
臣
（
花
押
）〈
歳
廿

四
〉」。
内
容
は
文
化
三
年
正
月
一
日
～
十
六
日
条
。
十
二
月
十
九
日
条
草
案
別
紙

あ
り
。

●
証
五　

文
化
四
年
正
月　

一
冊
（
一
三
・
八
×
二
〇
・
七
）

表
紙
「
文
化
四
丁
卯
歳
〈
自
正
月
〉
／
従
一
位
内
大
臣
（
花
押
）〈
歳
廿
五
〉」。

内
容
は
文
化
四
年
正
月
一
日
～
二
月
八
日
条
。

●
証
六　

文
化
五
年
正
月　

一
冊
（
一
三
・
九
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「
文
化
五
戊
辰
歳
〈
自
正
月
〉
／
従
一
位
内
大
臣
（
花
押
）〈
歳
廿
六
〉」。

内
容
は
文
化
五
年
正
月
一
日
～
二
十
八
日
条
。

●
証
七　

文
化
六
年
正
月　

一
冊
（
一
三
・
五
×
二
〇
・
八
）

表
紙
「
文
化
六
己
巳
歳
〈
自
正
月
〉
／
従
一
位
内
大
臣
（
花
押
）〈
廿
七
〉」。
内

容
は
文
化
六
年
正
月
一
日
～
二
十
四
日
条
。

●
証
八　

文
化
七
年
正
月　

一
冊
（
一
三
・
八
×
二
〇
・
八
）

表
紙
「
文
化
七
庚
午
歳
〈
自
正
月
〉
／
従
一
位
内
大
臣
（
花
押
）〈
歳
廿
八
〉」。

内
容
は
文
化
七
年
正
月
一
日
～
三
月
八
日
条
。

●
証
九　

文
化
八
年
正
月
～
文
政
二
年
正
月　

一
冊
（
一
六
・
六
×
四
五
・
二
）

表
紙
「
文
化
八
年
／
備
忘
」。
内
容
は
文
化
八
年
正
月
一
日
～
文
政
二
年
正
月
七

日
条
。
日
付
は
断
続
的
で
、
儀
礼
や
叙
任
等
に
関
す
る
記
事
が
多
い
。

●
証
一
〇　

文
化
十
年
正
月　

一
冊
（
一
三
・
四
×
二
〇
・
一
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
文
化
十
年
正
月
一
日
～
二
十
四
日
条
。

●
証
一
一　

文
化
十
一
年
四
月
～
同
十
四
年
正
月　

一
冊
（
一
六
・
六
×
四
五
・
七
）

表
紙
「
文
化
十
一
年
」。
内
容
は
文
化
十
一
年
四
月
二
日
～
同
十
四
年
正
月
十
日

条
。
証
九
と
同
様
に
日
付
は
断
続
的
。

●
証
一
二　

文
化
十
二
年
三
月
・
四
月　

一
冊
（
一
三
・
四
×
二
〇
・
四
）

表
紙
「
文
化
十
二
歳
次
〈
乙
亥
〉
三
月
」「
左
僕
射
藤
原
（
花
押
）」。
表
紙
見
返

に
こ
の
年
の
略
暦
を
貼
付
し
て
い
る
。
内
容
は
文
化
十
二
年
三
月
二
十
三
日
・
二

十
五
日
・
二
十
六
日
、
四
月
十
五
日
〜
二
十
日
条
。

●
証
一
三　

文
化
十
二
年
三
月
～
五
月　

一
冊
（
一
三
・
四
×
二
〇
・
二
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
文
化
十
二
年
三
月
二
十
六
日
～
四
月
十
五
日
・
二
十
一

日
〜
二
十
三
日
、
五
月
二
十
日
・
二
十
一
日
条
の
簡
単
な
旅
行
記
。
表
紙
見
返
に

日
光
か
ら
千
住
ま
で
の
旅
程
を
記
す
。

以
上
の
ほ
か
、
現
状
で
「
証
」
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
日
記
原
本
も
あ
る
。

●
翠
甲　

享
和
二
年
正
月　

一
紙
（
三
三
・
〇
×
三
六
・
七
）

折
紙
。
内
容
は
享
和
二
年
正
月
一
日
・
二
日
条
。
現
状
で
は
「
翠
」、
す
な
わ
ち

次
項
に
掲
げ
る
忠
凞
の
日
記
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
左
の
二
二
九
五
六
と
同
じ
く

基
前
の
日
記
原
本
と
考
え
ら
れ
る
。

●
二
二
九
五
六　

享
和
三
年
正
月　

一
紙
（
三
二
・
三
×
四
五
・
五
）

一
般
文
書
目
録
記
載
の
も
の
。
折
紙
。
冒
頭
「
内
大
臣
（
花
押
）〈
廿
一
歳
〉」。
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内
容
は
享
和
三
年
正
月
一
日
～
八
日
条
。
紙
背
仮
名
消
息
。

カ
、『
忠
凞
公
記
（
後
三
藐
院
記
）』

二
十
六
代
忠
凞
の
日
記
原
本
。
そ
の
号
「
翠
山
」
に
因
み
、「
翠
一
」
以
下
の
番

号
が
付
さ
れ
て
い
る
。

●
翠
一　

文
政
三
年
六
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
八
・
三
×
二
六
・
一
）

表
紙
「
忠
凞
（
花
押
）
／
草
紙
」、
表
紙
貼
紙
「
文
政
三
年
」。
内
容
は
文
政
三
年

六
月
十
二
日
～
七
月
二
日
・
七
日
・
十
二
日
〜
九
月
二
日
、
十
月
一
日
〜
十
二
月

三
十
日
条
。
も
と
は
陽
明
文
庫
一
般
文
書
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
表

紙
に
「
二
二
九
五
七
」
の
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

●
翠
二　

文
政
四
年
正
月
～
四
月　

一
冊
（
一
八
・
二
×
二
五
・
七
）

表
紙
「
忠
凞
（
花
押
）
／
草
紀
」、
表
紙
貼
紙
「
文
政
四
年
」。
内
容
は
文
政
四
年

正
月
一
日
～
四
月
二
十
九
日
条
。
も
と
は
陽
明
文
庫
一
般
文
書
目
録
に
記
載
さ
れ

て
い
た
も
の
で
、
表
紙
に
「
二
二
九
五
八
」
の
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

●
翠
三　

文
政
四
年
五
月
～
十
月　

一
冊
（
一
六
・
五
×
二
三
・
四
）

表
紙
「（
花
押
）
／
日
次
」。
内
容
は
文
政
四
年
五
月
一
日
～
十
三
日
、
七
月
二
十

六
日
、
八
月
一
日
〜
十
月
十
二
日
条
。
も
と
は
陽
明
文
庫
一
般
文
書
目
録
に
記
載

さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
表
紙
に
「
二
二
九
五
九
」
の
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

●
翠
四　

文
政
八
年
正
月　

一
冊
（
二
一
・
〇
×
二
九
・
〇
）

表
紙
「
文
政
八
〈
乙
酉
〉
歳
／
日
記
／
（
花
押
）」。
裏
表
紙
見
返
「
文
政
八
乙
酉

歳
／
内
大
臣
兼
左
近
衛
大
将
（
花
押
）
／
十
八
歳
」。
内
容
は
文
政
八
年
正
月
一

日
～
二
十
三
日
条
。

●
翠
五　

文
政
九
年
正
月　

一
冊
（
二
五
・
〇
×
一
八
・
九
）

表
紙
「
文
政
九
丙
戌
歳
／
日
記
／
正
月　

正
二
位
内
大
臣
兼
行
左
近
衛
大
将
左
馬

寮
御
監
藤
原
朝
臣
忠
凞
」。
最
終
丁
裏
「
内
大
臣
兼
左
近
衛
大
将
左
馬
寮
御
監
正

二
位
藤
原
（
花
押
）」。
内
容
は
文
政
九
年
正
月
一
日
～
三
十
日
条
。

●
翠
六　

文
政
十
年
正
月　

一
冊
（
二
七
・
一
×
一
九
・
〇
）

表
紙
「
文
政
十
丁
亥
歳
／
日
記
／
正
月　

正
二
位
内
大
臣
兼
行
左
近
衛
大
将
左
馬

寮
御
監
藤
原
（
花
押
）」。
裏
表
紙
見
返
「
内
大
臣
兼
左
大
将
藤
原
（
花
押
）
／
二

十
歳
」。
内
容
は
文
政
十
年
正
月
一
日
～
十
五
日
条
。

●
翠
七　

文
政
十
一
年
正
月
・
二
月　

一
冊
（
二
三
・
二
×
一
八
・
一
）

表
紙
「
文
政
十
一
年
／
日
記
／
正
二
位
内
大
臣
兼
行
左
近
衛
大
将
左
馬
寮
御
監
藤

原
忠
凞
」。
内
容
は
文
政
十
一
年
正
月
一
日
・
二
日
・
三
十
日
、
二
月
一
日
～
五

日
条
。

●
翠
八　

文
政
十
二
年
正
月　

一
冊
（
二
七
・
六
×
一
九
・
五
）

表
紙
「
文
政
十
二
年
／
内
大
臣
忠
凞
」。
内
容
は
文
政
十
二
年
正
月
一
日
条
の
書

き
か
け
。

●
翠
九　

天
保
三
年
正
月
・
二
月　

一
冊
（
二
七
・
一
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
「
天
保
三
壬
辰
歳
／
日
記
」。
内
容
は
天
保
三
年
正
月
一
日
～
二
月
一
日
条
。

●
翠
一
〇　

天
保
四
年
正
月　

一
冊
（
二
七
・
八
×
二
〇
・
一
）

表
紙
「
天
保
四
癸
巳
歳
／
日
記
」。
内
容
は
天
保
四
年
正
月
一
日
～
二
十
四
日
条
。

●
翠
一
一　

天
保
五
年
正
月
・
四
月
・
六
月
・
七
月　

一
冊
（
二
五
・
七
×
一
九
・

六
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
天
保
五
年
正
月
一
日
、
四
月
一
日
～
十
九
日
、
六
月
一

日
～
七
月
二
日
条
。

●
翠
一
二　

天
保
六
年
四
月
・
六
月　

一
冊
（
二
五
・
八
×
一
九
・
五
）

表
紙
「
天
保
六
乙
未
歳
／
日
記
」。
内
容
は
天
保
六
年
四
月
一
日
～
十
四
日
、
六

月
十
六
日
～
三
十
日
条
。

●
翠
一
三　

天
保
七
年
正
月　

一
冊
（
一
三
・
八
×
二
二
・
三
）

表
紙
「
天
保
七
年
／
日
記
／
正
月
」。
内
容
は
天
保
七
年
正
月
一
日
～
二
十
九
日

条
。
紙
背
文
書
あ
り
。

●
翠
一
四　

天
保
七
年
二
月
・
三
月　

一
冊
（
一
四
・
一
×
二
二
・
三
）
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表
紙
「
天
保
七
年
／
日
記
／
二
月
三
月
」。
内
容
は
天
保
七
年
二
月
一
日
～
三
月

二
十
九
日
条
。
紙
背
文
書
あ
り
。

●
翠
一
五　

天
保
七
年
四
月
～
六
月　

一
冊
（
一
五
・
〇
×
二
〇
・
八
）

表
紙
「
天
保
七
年
／
日
記
／
従
四
月
至
六
月
」。
内
容
は
天
保
七
年
四
月
一
日
～

六
月
二
十
九
日
条
。
紙
背
文
書
あ
り
。

●
翠
一
六　

天
保
七
年
七
月
・
八
月　

一
冊
（
一
四
・
四
×
二
一
・
八
）

表
紙
「
天
保
七
年
／
日
記
／
従
七
月
至
八
月
」。
内
容
は
天
保
七
年
七
月
一
日
～

八
月
二
十
九
日
条
。
紙
背
文
書
あ
り
。

●
翠
一
七　

天
保
七
年
九
月
～
十
一
月　

一
冊
（
一
四
・
四
×
二
一
・
二
）

表
紙
「
天
保
七
年
／
日
記
／
従
九
月
至
十
二
月
」。
内
容
は
天
保
七
年
九
月
一
日

～
十
一
月
十
二
日
条
。
紙
背
文
書
あ
り
。

●
翠
一
八　

天
保
八
年
正
月　

一
冊
（
一
八
・
一
×
二
二
・
九
）

表
紙
「
天
保
八
丁
酉
歳
／
日
記
／
従
正
月
至
二
月
」。
内
容
は
天
保
八
年
正
月
一

日
～
二
十
日
条
。

●
翠
一
九　

天
保
八
年
三
月
・
四
月　

一
冊
（
一
四
・
三
×
二
一
・
七
）

表
紙
「
天
保
八
〈
丁
酉
〉
歳
／
日
記
／
従
三
月
至
四
月
」。
内
容
は
天
保
八
年
三

月
一
日
～
十
八
日
、
四
月
一
日
～
二
十
九
日
条
。
紙
背
文
書
あ
り
。

●
翠
二
〇　

天
保
八
年
五
月
・
六
月　

一
冊
（
一
四
・
四
×
二
一
・
六
）

表
紙
「
天
保
八
〈
丁
酉
〉
歳
／
日
記
／
五
月
〈
ヨ
リ
〉
至
六
月
」。
内
容
は
天
保

八
年
五
月
一
日
～
六
月
五
日
、
十
五
日
〜
二
十
日
条
。
紙
背
文
書
あ
り
。

●
翠
二
一　

天
保
八
年
七
月　

一
冊
（
二
六
・
五
×
一
九
・
八
）

表
紙
外
題
無
し
、
表
紙
貼
紙
「
忠
凞
公
記
〈
天
保
八
年
〉」。
内
容
は
天
保
八
年
七

月
一
日
～
十
八
日
条
。

●
翠
二
二　

天
保
八
年
八
月　

一
冊
（
一
二
・
七
×
一
九
・
四
）

表
紙
「
天
保
八
〈
丁
酉
〉
歳
／
日
記
／
八
月
」。
内
容
は
天
保
八
年
八
月
一
日
～

二
十
六
日
条
。

●
翠
二
三　

天
保
八
年
八
月
・
九
月　

一
冊
（
一
二
・
八
×
一
九
・
五
）

表
紙
「
天
保
八
〈
丁
酉
〉
歳
八
月
／
日
記
／
従
八
月
」。
内
容
は
天
保
八
年
八
月

二
十
七
日
～
九
月
十
八
日
条
。

●
翠
二
四　

天
保
九
年
正
月　

一
冊
（
三
〇
・
七
×
二
一
・
一
）

表
紙
「
天
保
九
戊
戌
歳
／
日
記
」。
内
容
は
天
保
九
年
正
月
一
日
～
二
十
一
日

条
。
翠
六
三
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
表
現
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

●
翠
二
五　

天
保
九
年
七
月　

一
冊
（
一
三
・
七
×
一
九
・
四
）

表
紙
「
天
保
九
〈
戊
戌
〉
歳
」。
内
容
は
天
保
九
年
七
月
一
日
～
二
十
日
、
八
月

一
日
～
四
日
条
。

●
翠
二
六　

天
保
十
一
年
十
一
月
・
十
二
月　

一
冊
（
一
一
・
六
×
一
六
・
六
）

表
紙
「
天
保
十
一
〈
庚
子
〉
歳
／
十
一
月
十
七
日
ヨ
リ
／
至
十
二
月
晦
日
」。
内

容
は
天
保
十
一
年
十
一
月
十
七
日
～
二
十
四
日
・
二
十
六
日
〜
十
二
月
三
十
日
条
。

●
翠
二
七　

天
保
十
二
年
正
月
～
八
月　

一
冊
（
一
一
・
四
×
一
六
・
六
）

表
紙
「
天
保
十
二
〈
辛
丑
〉
歳
／
従
正
月
／
日
記
」。
内
容
は
天
保
十
二
年
正
月

一
日
～
四
月
六
日
・
一
八
日
、
五
月
一
日
～
六
月
五
日
・
十
一
日
、
七
月
一
日
、

八
月
一
日
～
三
日
・
十
七
日
～
二
十
三
日
条
。

●
翠
二
八　

天
保
十
二
年
十
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
五
・
一
×
二
一
・
〇
）

表
紙
「
天
保
十
二
年
従
十
月
八
日
／
日
記
／
十
二
月
十
日
ま
て
」。
内
容
は
天
保

十
二
年
十
月
八
日
～
十
一
月
十
二
日
・
十
九
日
〜
二
十
六
日
、
十
二
月
一
日
〜
十

二
日
条
。
紙
背
文
書
あ
り
。

●
翠
二
九　

天
保
十
二
年
十
二
月　

一
冊
（
一
一
・
四
×
一
六
・
六
）

表
紙
「
天
保
十
二
年
／
日
記
／
十
二
月
十
一
日
ヨ
リ
」。
内
容
は
天
保
十
二
年
十

二
月
十
一
日
～
二
十
九
日
条
。

●
翠
三
〇　

天
保
十
三
年
正
月　

一
冊
（
二
六
・
八
×
一
九
・
二
）

表
紙
「
天
保
十
三
壬
寅
歳
／
日
記
／
従
正
月
」。
内
容
は
天
保
十
三
年
正
月
一
日

～
十
三
日
条
。
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●
翠
三
一　

天
保
十
三
年
二
月　

一
冊
（
一
八
・
四
×
一
二
・
九
）

表
紙
「
天
保
十
三
年
従
二
月
／
日
記
」。
内
容
は
天
保
十
三
年
二
月
一
日
～
二
十

三
日
、
五
月
二
十
日
～
六
月
二
十
八
日
条
。

●
翠
三
二　

弘
化
元
（
天
保
十
五
）
年
三
月　

一
冊
（
一
四
・
六
×
二
一
・
〇
）

表
紙
「
天
保
十
五
〈
甲
辰
〉
歳
／
日
記
／
従
三
月
朔
日
」。
内
容
は
弘
化
元
年
三

月
一
日
～
五
月
五
日
・
八
日
・
十
三
日
〜
二
十
三
日
、
六
月
一
日
・
三
日
・
五

日
・
十
四
日
〜
二
十
日
・
二
十
二
日
〜
七
月
二
十
日
、
九
月
一
日
～
十
六
日
条
。

紙
背
文
書
あ
り
。

●
翠
三
三　

弘
化
二
年
正
月
～
九
月　

一
冊
（
一
三
・
七
×
一
九
・
四
）

表
紙
「
弘
化
二
〈
乙
巳
〉
歳
／
日
記
／
従
正
月　

忠
凞
」。
内
容
は
弘
化
二
年
正

月
一
日
～
三
月
二
十
日
・
二
十
三
日
〜
六
月
二
十
二
日
、
七
月
一
日
〜
八
月
九

日
、
九
月
一
日
～
十
一
日
条
。

●
翠
三
四　

弘
化
三
年
正
月　

一
冊
（
一
四
・
六
×
二
一
・
一
）

表
紙
「
弘
化
三
〈
丙
午
〉
歳
／
日
記
」。
内
容
は
弘
化
三
年
正
月
一
日
～
二
十
五

日
条
。

●
翠
三
五　

弘
化
三
年
三
月
～
閏
五
月　

一
冊
（
一
三
・
七
×
二
〇
・
三
）

表
紙
「
弘
化
三
丙
午
歳
〈
従
三
月
〉」。
内
容
は
弘
化
三
年
三
月
一
日
～
閏
五
月
二

十
八
日
条
。

●
翠
三
六　

弘
化
三
年
九
月
～
十
一
月　

一
冊
（
二
〇
・
九
×
一
五
・
二
）

表
紙
「
弘
化
三
〈
丙
午
〉
歳
／
日
記
／
従
九
月
」。
内
容
は
弘
化
三
年
九
月
一
日

～
十
一
月
七
日
条
。

●
翠
三
七　

弘
化
四
年
三
月
・
五
月　

一
冊
（
一
三
・
三
×
一
九
・
八
）

表
紙
「
弘
化
四
〈
丁
未
〉
歳
／
日
記
」。
内
容
は
弘
化
四
年
三
月
一
日
～
二
十
一

日
、
五
月
一
日
～
七
日
・
十
一
日
〜
十
三
日
条
。

●
翠
三
八　

弘
化
四
年
七
月　

一
冊
（
一
二
・
八
×
一
九
・
九
）

表
紙
「
弘
化
四
年
」。
内
容
は
弘
化
四
年
七
月
一
日
～
十
五
日
条
。

●
翠
三
九　

弘
化
四
年
十
一
月　

一
冊
（
一
三
・
〇
×
一
九
・
九
）

表
紙
「
弘
化
四
従
七
（
マ
マ
）月
」。
内
容
は
弘
化
四
年
十
一
月
一
日
～
四
日
条
。

●
翠
四
〇　

弘
化
五
年
正
月　

一
冊
（
一
三
・
一
×
一
九
・
三
）

表
紙
「
弘
化
五
戊
申
歳
／
日
記
／
従
正
月
」。
内
容
は
弘
化
五
年
正
月
一
日
～
二

十
五
日
条
。

●
翠
四
一　

嘉
永
二
年
四
月　

一
冊
（
一
二
・
三
×
一
八
・
九
）

表
紙
「
嘉
永
元
〔
二
〕〈

己
酉
〉
歳
／
日
記
」。
内
容
は
嘉
永
二
年
四
月
一
日
～
九
日
条
。

●
翠
四
二　

嘉
永
六
年
正
月　

一
冊
（
二
七
・
一
×
一
九
・
四
）

表
紙
「
嘉
永
六
年
／
正
月
」。
内
容
は
嘉
永
六
年
正
月
一
日
～
七
日
条
。

●
翠
四
三　

安
政
元
（
嘉
永
七
）
年
七
月　

一
冊
（
二
七
・
二
×
一
九
・
六
）

表
紙
「
嘉
永
七
癸甲
丑寅
歳
／
日
記
」。
内
容
は
安
政
元
年
七
月
一
日
～
四
日
・
十
五

日
～
二
十
九
日
条
。

●
翠
四
四　

安
政
元
（
嘉
永
七
）
年
閏
七
月
・
八
月　

一
冊
（
一
二
・
〇
×
一
九
・

二
）

表
紙
「
嘉
永
七
年
」。
内
容
は
安
政
元
年
閏
七
月
一
日
～
八
月
九
日
条
。

●
翠
四
五　

安
政
元
（
嘉
永
七
）
年
十
月
・
十
一
月　

一
冊
（
二
六
・
六
×
一
八
・

八
）

表
紙
「
為
安
政
元
〈
十
一
月
廿
七
日
改
元
〉
／
嘉
永
七
甲
寅
歳
／
日
記
／
従
十

月
」。
内
容
は
安
政
元
年
十
月
一
日
～
十
一
月
二
十
二
日
条
。

●
翠
四
六　

安
政
二
年
正
月
・
二
月
・
六
月　

一
冊
（
二
七
・
八
×
一
九
・
七
）

表
紙
「
安
政
二
乙
卯
歳
／
日
記
／
従
正
月
」。
内
容
は
安
政
二
年
正
月
一
日
～
二

月
十
四
日
、
六
月
一
日
～
二
十
三
日
条
。

●
翠
四
七　

安
政
三
年
正
月　

一
冊
（
二
七
・
二
×
二
〇
・
一
）

表
紙
「
安
政
三
年
〈
丙
辰
〉
歳
／
日
記
／
正
月
」。
内
容
は
安
政
三
年
正
月
一
日

～
三
十
日
条
。

●
翠
四
八　

安
政
三
年
二
月　

一
冊
（
二
七
・
二
×
二
〇
・
五
）
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表
紙
「
安
政
三
〈
丙
辰
〉
歳
／
日
記
／
二
月
」。
内
容
は
安
政
三
年
二
月
一
日
～

二
十
九
日
条
。

●
翠
四
九　

安
政
三
年
三
月　

一
冊
（
二
七
・
四
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「
安
政
三
〈
丙
辰
〉
歳
／
日
記
／
三
月
」。
内
容
は
安
政
三
年
三
月
一
日
～

二
十
九
日
条
。

●
翠
五
〇　

安
政
三
年
四
月
～
六
月　

一
冊
（
二
六
・
八
×
二
〇
・
五
）

表
紙
「
安
政
三
年
／
日
記
／
従
四
月
至
六
月
」。
内
容
は
安
政
三
年
四
月
一
日
～

六
月
十
九
日
条
。

●
翠
五
一　

安
政
三
年
七
月
・
八
月　

一
冊
（
二
六
・
九
×
二
〇
・
六
）

表
紙
「
安
政
三
〈
丙
辰
〉
歳
／
日
記
／
従
七
月
八
月
マ
テ
」。
内
容
は
安
政
三
年

七
月
一
日
～
八
月
一
日
条
。

●
翠
五
二　

安
政
三
年
十
月
～
十
二
月　

一
冊
（
二
六
・
六
×
二
〇
・
三
）

表
紙
「
安
政
三
〈
丙
辰
〉
歳
／
日
記
／
従
十
月
到
十
二
月
」。
内
容
は
安
政
三
年

十
月
一
日
～
十
二
月
三
十
日
条
。

●
翠
五
三　

安
政
四
年
正
月
・
二
月　

一
冊
（
二
六
・
六
×
二
〇
・
〇
）

表
紙
「
安
政
四
丁
巳
歳
／
日
記
／
従
正
月
至
二
月
」。
内
容
は
安
政
四
年
正
月
一

日
～
二
月
三
十
日
条
。

●
翠
五
四　

安
政
四
年
三
月
・
閏
五
月　

一
冊
（
二
六
・
五
×
一
九
・
三
）

表
紙
「
安
政
四
〈
丁
巳
〉
歳
／
日
記
／
従
三
月
」。
内
容
は
安
政
四
年
三
月
一
日

～
十
二
日
、
閏
五
月
一
日
～
三
日
条
。

●
翠
五
五　

安
政
四
年
六
月
・
七
月　

一
冊
（
二
五
・
四
×
一
九
・
四
）

表
紙
「
安
政
四
年
／
日
記
／
従
六
月
」。
内
容
は
安
政
四
年
六
月
一
日
～
七
月
十

五
日
条
。

●
翠
五
六　

安
政
五
年
七
月
・
八
月　

一
冊
（
二
六
・
七
×
一
九
・
五
）

表
紙
外
題
無
し
。
内
容
は
安
政
五
年
七
月
一
日
～
八
月
八
日
条
。

●
翠
五
七　

文
久
元
（
万
延
二
）
年
正
月　

一
冊
（
二
五
・
六
×
一
九
・
八
）

表
紙
「
日
記
／
正
月
よ
り
」、
表
紙
貼
紙
「
万
延
二
〈
辛
酉
〉
歳
」。
内
容
は
文
久

元
年
正
月
一
日
～
七
日
条
。

●
翠
五
八　

明
治
二
年
正
月
・
二
月　

一
冊
（
二
四
・
五
×
一
七
・
二
）

表
紙
「
明
治
二
〈
己
巳
〉
歳
／
心
覚
／
正
月
よ
り
」。
内
容
は
明
治
二
年
正
月
一

日
～
二
月
四
日
条
。

●
翠
五
九　

明
治
六
年
六
月
～
八
月　

一
冊
（
二
三
・
九
×
一
七
・
〇
）

表
紙
「
明
治
六
年
／
心
覚
／
六
月
よ
り
」。
内
容
は
明
治
六
年
六
月
十
日
～
八
月

二
日
条
。

●
翠
六
〇　

明
治
七
年
一
月
～
四
月
、
七
月
、
九
月
～
十
二
月　

一
冊
（
二
二
・
七

×
一
六
・
五
）

表
紙
「
明
治
七
甲
戌
歳
／
日
記
／
一
月
」。
内
容
は
明
治
七
年
一
月
一
日
～
四
月

十
一
日
、
七
月
一
日
～
八
日
、
九
月
一
日
～
十
一
月
一
日
、
十
二
月
二
十
七
日
・

二
十
九
日
条
。

●
翠
六
一　

明
治
八
年
一
月
・
四
月　

一
冊
（
二
三
・
一
×
一
六
・
三
）

表
紙
「
明
治
八
乙
亥
歳
／
日
記
／
一
月
」。
内
容
は
明
治
八
年
一
月
一
日
～
九

日
、
四
月
一
日
条
。
翠
巳
・
翠
午
に
七
月
以
降
の
記
事
が
続
く
。

●
翠
六
二　

明
治
十
一
年
一
月　

一
冊
（
二
二
・
一
×
一
四
・
一
）

表
紙
「
明
治
十
一
戊
寅
歳
／
一
月
」。
内
容
は
明
治
十
一
年
一
月
一
日
～
三
十
一

日
条
。

●
翠
六
三　

天
保
九
年
正
月　

一
冊
（
二
五
・
八
×
一
八
・
八
）

表
紙
「
天
保
九
戊
戌
歳
／
日
記
」（
初
め
「
天
保
二
辛
卯
歳
」
と
書
き
「
九
戊

戌
」
の
三
字
を
記
し
た
貼
紙
に
よ
り
改
め
て
い
る
）。
内
容
は
天
保
九
年
正
月
一

日
～
五
日
条
。
翠
二
四
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
表
現
は
微
妙
に
異
な
っ
て

い
る
。

●
翠
六
四　

明
治
三
年
正
月
～
四
月　

一
冊
（
二
四
・
三
×
一
七
・
〇
）

表
紙
貼
紙
「
忠
凞
公
〈
明
治
三
年
〉」、
朱
陽
刻
丸
印
「
忠
凞
」。
内
容
は
明
治
三
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年
正
月
四
日
～
四
月
四
日
条
ま
で
、
断
続
的
に
来
翰
を
中
心
に
記
録
す
る
。

●
翠
六
五　

明
治
三
年
十
二
月
・
同
四
年
正
月　

一
冊
（
二
五
・
〇
×
一
七
・
七
）

表
紙
貼
紙
「
忠
凞
公
〈
明
治
三
年
〉」。
内
容
は
明
治
三
年
十
二
月
十
八
日
～
同
四

年
正
月
十
九
日
条
ま
で
、
断
続
的
に
来
翰
を
中
心
に
記
録
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
以
下
の
「
翠
甲
」
以
下
（
戌
ま
で
）
と
「
翠
子
」
以
下
（
申
ま
で
）

も
日
記
原
本
と
共
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
忠
凞
や
家
司
に
よ
る
記
録
と
考

え
ら
れ
る
が
、「
翠
甲
」
は
前
項
基
前
の
日
記
原
本
で
あ
る
。

●
翠
甲　

享
和
二
年
正
月　

一
紙
（
三
三
・
〇
×
三
六
・
七
）

折
紙
。
内
容
は
享
和
二
年
正
月
一
日
・
二
日
条
。
忠
凞
は
文
化
五
年
（
一
八
〇

八
）
誕
生
で
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
。
前
項
の

基
前
の
日
記
原
本
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。

●
翠
乙　

亀
御
方
例
記　

嘉
永
五
年
正
月
～
三
月
、
五
月
・
六
月　

一
冊
（
二
三
・

二
×
一
七
・
〇
）

表
紙
「
嘉
永
五
〈
壬
〉
歳
書
抜
／
〈
亀
御
方
〉
例
記
／
従
正
月
」。
内
容
は
嘉
永

五
年
正
月
一
日
～
五
日
・
七
日
～
十
日
・
十
五
日
・
十
九
日
・
二
十
二
日
～
二
十

五
日
・
三
十
日
、
二
月
・
三
月
一
日
・
五
月
五
日
・
六
月
二
十
九
日
・
七
月
七
日

条
。「
亀
御
方
」
に
仕
え
る
家
司
の
記
録
。

●
翠
丙　

明
治
元
（
慶
応
四
）
年
四
月　

一
冊
（
二
三
・
〇
×
一
六
・
七
）

表
紙
「
慶
応
四
〈
戊
辰
〉
年
四
月
／
御
下
坂
／
日
記
／
御
側
」。
内
容
は
明
治
元

年
四
月
十
二
日
～
二
十
四
日
条
で
、
忠
凞
の
大
坂
下
向
に
関
す
る
家
司
の
日
記
。

●
翠
丁　

摂
州
有
馬
表
御
下
向
日
記　

明
治
二
年
三
月　

一
冊
（
二
三
・
七
×
一

六
・
一
）

表
紙
「
明
治
二
〈
己
巳
〉
年
〈
三
月
廿
一
日
御
発
途
／
四
月
十
五
日
御
帰
洛
〉
／

摂
州
有
馬
表
御
下
向
／
日
記
」。
内
容
は
明
治
二
年
三
月
十
七
日
・
十
八
日
・
二

十
日
～
四
月
十
六
日
・
二
十
九
日
条
。
記
事
の
冒
頭
に
「
大
御
所
様
近
年
御
足
痛

ニ
付
、
為
御
湯
治
有
馬
表
エ
御
下
向
」
と
あ
り
、
忠
凞
の
有
馬
温
泉
湯
治
下
向
に

関
す
る
家
司
の
日
記
。

●
翠
戊　

有
馬
な
ま
り　

明
治
二
年
三
月
・
四
月　

一
冊
（
二
四
・
二
×
一
六
・
二
）

表
紙
「
有
馬
な
ま
り
」。
内
容
は
明
治
二
年
三
月
二
十
一
日
～
四
月
十
五
日
条
。

冒
頭
に
「
大
殿
と
し
こ
ろ
な
や
み
た
ま
ふ
事
の
ま
し
ゝ
ゝ
け
れ
は
」、
奥
書
に

「
明
治
と
い
ふ
二
と
せ　

な
か
義
し
る
す
」
と
あ
り
、
忠
凞
の
有
馬
湯
治
下
向
に

供
奉
し
た
家
司
の
進
藤
長
義
が
仮
名
で
記
録
し
た
日
記
。

●
翠
子　

慶
応
元
（
元
治
二
）
年
十
月
～
十
二
月　

一
冊
（
二
二
・
三
×
一
六
・
〇
）

表
紙
「
慶
応
元
〈
乙
丑
〉
歳
／
日
記
／
従
十
月
」。
内
容
は
慶
応
元
年
十
月
一
日

～
十
二
月
二
十
九
日
条
。
翠
子
〜
翠
辰
は
家
司
の
日
記
と
考
え
ら
れ
る
。

●
翠
丑　

明
治
元
（
慶
応
四
）
年
正
月
～
五
月　

一
冊
（
二
一
・
八
×
一
六
・
六
）

表
紙
「
慶
応
四
〈
戊
辰
〉
歳
／
日
記
／
正
月
よ
り
五
月
〈
ニ
〉
至
」。
内
容
は
明

治
元
年
正
月
一
日
～
五
月
三
十
日
条
。

●
翠
寅　

明
治
元
（
慶
応
四
）
年
六
月　

一
冊
（
二
三
・
〇
×
一
六
・
四
）

表
紙
「
慶
応
四
〈
戊
辰
〉
歳
／
明
治
元
年
〈
九
月
八
日
／
改
元
〉
／
日
記
／
六
月

よ
り
九
月
迄
」。
内
容
は
明
治
元
年
六
月
一
日
～
九
月
二
十
九
日
条
。

●
翠
卯　

明
治
二
年
七
月
～
九
月
、
十
一
月
・
十
二
月　

一
冊
（
二
三
・
二
×
一

六
・
九
）

表
紙
「
明
治
二
〈
己
巳
〉
歳
／
日
記
／
七
月
よ
り
」。
内
容
は
明
治
二
年
七
月
一

日
～
九
月
二
十
一
日
、
十
一
月
一
日
～
十
二
月
三
十
日
条
。

●
翠
辰　

明
治
三
年
正
月
～
四
月　

一
冊
（
二
三
・
九
×
一
七
・
〇
）

表
紙
「
明
治
三
〈
庚
午
〉
歳
／
日
記
／
従
正
月
」。
内
容
は
明
治
三
年
正
月
一
日

～
四
月
六
日
条
。

●
翠
巳　

明
治
八
年
七
月
・
八
月　

一
冊
（
二
三
・
一
×
一
六
・
一
）

表
紙
「
明
治
八
年
〈
乙
亥
〉
／
日
記
／
七
月
〈
旧
五
月
廿
八
日
／
よ
り
〉
八
月

〈
旧
七
月
／
迄
〉」。
内
容
は
明
治
八
年
七
月
一
日
～
九
月
四
日
条
。
翠
六
一
の
次

（
忠
凞
）

（
忠
凞
）
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に
入
る
も
の
。
翠
巳
〜
翠
申
は
忠
凞
の
日
記
と
考
え
ら
れ
る
。

●
翠
午　

明
治
八
年
九
月
・
十
月
・
十
二
月　

一
冊
（
二
四
・
六
×
一
七
・
七
）

表
紙
「
明
治
八
年
〈
乙
亥
〉
／
従
九
月
」。
内
容
は
明
治
八
年
九
月
一
日
～
十
月

三
十
一
日
、
十
二
月
一
日
～
十
日
条
。

●
翠
未　

明
治
九
年
一
月
・
二
月
・
七
月
～
十
月　

一
冊
（
二
四
・
一
×
一
六
・
六
）

表
紙
「
明
治
九
年
」。
内
容
は
明
治
九
年
一
月
一
日
、
二
月
一
日
・
二
日
、
七
月

一
日
～
十
月
二
十
日
条
。

●
翠
申　

明
治
十
年
七
月　

一
冊
（
二
一
・
六
×
一
四
・
四
）

表
紙
「
明
治
十
年
七
月
」。
内
容
は
明
治
十
年
七
月
一
日
～
十
六
日
条
。

キ
、『
忠
房
公
記
』

二
十
七
代
忠
房
の
日
記
原
本
。
そ
の
号
「
光
山
」
に
因
み
、「
光
一
」
以
下
の
番

号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
厚
冊
の
日
記
帳
を
用
意
し
て
記
事
を
毎
日
書
き
、
基

本
的
に
一
年
一
冊
ま
た
は
二
冊
と
し
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

●
光
一　

嘉
永
五
年
正
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
一
・
四
×
一
六
・
九
）

表
紙
「
嘉
永
五
〈
壬
子
〉
歳
／
日
記
／
自
正
月　

忠
房
」。
冒
頭
に
「
操
出
」（
目

録
）
あ
り
。
内
容
は
嘉
永
五
年
正
月
一
日
～
十
二
月
二
十
九
日
条
。

●
光
二　

嘉
永
六
年
正
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
一
・
四
×
一
六
・
八
）

表
紙
「
嘉
永
六
〈
癸
丑
〉
歳
／
日
記
／
自
正
月
」。
冒
頭
に
「
操
出
」（
目
録
）
あ

り
。
内
容
は
嘉
永
六
年
正
月
一
日
～
十
二
月
三
十
日
条
。
末
尾
に
地
震
に
関
す
る

安
政
元
年
六
月
十
五
日
条
の
草
稿
が
あ
る
。

●
光
三　

安
政
元
（
嘉
永
七
）
年
正
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
二
・
一
×
一
七
・
一
）

表
紙
「〈
為
安
政
元
〉
嘉
永
七
〈
甲
寅
〉
歳
／
日
記
／
自
正
月　

忠
房
」、
見
返

「
権
大
納
言
忠
房
」。
裏
表
紙
見
返
「
権
大
納
言
藤
原
忠
房
」。
冒
頭
に
「
操
出
」

（
目
録
）
あ
り
。
内
容
は
安
政
元
年
正
月
一
日
～
四
月
六
日
・
十
六
日
～
十
二
月

三
十
日
条
。

●
光
四　

安
政
二
年
正
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
一
・
九
×
一
七
・
〇
）

表
紙
「
安
政
二
〈
乙
卯
〉
歳
／
日
記
／
従
正
月　

忠
房
」。
遊
紙
裏
「〈
于
時
〉
権

大
納
言
正
三
位
忠
房
」。
冒
頭
に
「
操
出
」（
目
録
）
あ
り
。
内
容
は
安
政
二
年
正

月
一
日
～
十
二
月
二
十
九
日
条
。

●
光
五　

安
政
三
年
正
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
二
・
〇
×
一
七
・
〇
）

表
紙
「
安
政
三
〈
丙
辰
〉
歳
／
日
記
／
従
正
月　

従
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
朝
臣

忠
房
」。
冒
頭
に
「
操
出
」（
目
録
）
あ
り
。
内
容
は
安
政
三
年
正
月
一
日
～
十
二

月
三
十
日
条
。

●
光
六　

安
政
四
年
正
月
～
六
月　

一
冊
（
一
一
・
九
×
一
七
・
二
）

表
紙
「
安
政
四
〈
丁
巳
〉
歳
／
日
記
／
春
夏　

忠
房
」。
内
容
は
安
政
四
年
正
月

一
日
～
六
月
三
十
日
条
。

●
光
七　

安
政
四
年
七
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
二
・
〇
×
一
七
・
一
）

表
紙
「
安
政
四
〈
丁
巳
〉
歳
／
日
記
／
従
文
月　

忠
房
」。
本
文
末
尾
に
「
正
二

位
権
大
納
言
／
忠
房
〈
二
十
一
才
〉」
と
記
す
。
内
容
は
安
政
四
年
七
月
一
日
～

十
二
月
三
十
日
条
。

●
光
八　

安
政
五
年
正
月
～
七
月　

一
冊
（
一
一
・
八
×
一
七
・
一
）

表
紙
「
安
政
五
〈
戊
午
〉
歳
／
日
記
／
春
夏　

忠
房
」。
内
容
は
安
政
五
年
正
月

一
日
～
七
月
二
十
九
日
条
。

●
光
九　

安
政
五
年
八
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
三
・
三
×
一
九
・
三
）

表
紙
「
安
政
五
〈
戊
午
〉
歳
／
日
記
／
従
八
朔　

正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
朝
臣

忠
房
」、
表
紙
見
返
「
正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
忠
房
」。
裏
表
紙
見
返
「
正

二
位
行
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
忠
房
〈
年
二
十
一
〉」。
冒
頭
に
目
録
あ
り
。
内
容
は

安
政
五
年
八
月
一
日
～
十
一
月
十
一
日
、
十
二
月
二
十
七
日
〜
三
十
日
条
。

●
光
一
〇　

関
東
逗
留
中
日
記　

安
政
五
年
十
一
月
・
十
二
月　

一
冊
（
二
二
・
〇

×
一
四
・
一
）

表
紙
「
安
政
五
〈
戊
午
〉
歳
／
関
東
逗
留
中
日
記
／
自
十
一
月
廿
七
日　

忠
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房
」。
内
容
は
安
政
五
年
十
一
月
二
十
七
日
～
十
二
月
四
日
条
で
、
江
戸
滞
在
中

の
日
記
。

●
光
一
一　

安
政
六
年
正
月
～
八
月　

一
冊
（
一
二
・
四
×
一
九
・
八
）

表
紙
「
安
政
六
〈
己
未
〉
年
／
日
記
／
自
正
月　

正
二
位
行
権
大
納
言
忠
房
」。

裏
表
紙
見
返
「
正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
忠
房
〈
二
十
二
才
〉」。
内
容
は
安
政
六

年
正
月
一
日
～
八
月
六
日
条
。

●
光
一
二　

安
政
六
年
八
月
～
十
一
月　

一
冊
（
一
二
・
六
×
一
八
・
五
）

表
紙
「
安
政
六
〈
己
未
〉
歳
／
日
記
／
従
八
月
七
日　

権
大
納
言
（
花
押
）」。
裏

表
紙
見
返
「
正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
忠
房
〈
行
年
二
十
二
才
〉」。
内
容
は

安
政
六
年
八
月
七
日
～
十
一
月
五
日
条
。

●
光
一
三　

万
延
元
（
安
政
七
）
年
正
月
～
九
月　

一
冊
（
一
二
・
七
×
一
九
・
一
）

表
紙
「〈
為
万
延
元　

三
月
十
八
日
改
元
〉
安
政
七
〈
庚
申
〉
歳
／
日
記
／
従
正

月　
（
花
押
）」。
内
扉
表
「
万
延
元
歳
／
正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
忠
房

〈
于
時
廿
三
才
〉」。
本
文
末
尾
「
正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
忠
房
〈
于
時
廿
三

才
〉」、
裏
表
紙
見
返
「（
花
押
）〈
廿
三
才
〉」。
内
容
は
万
延
元
年
正
月
一
日
～
九

月
八
日
条
。

●
光
一
四　

万
延
元
年
九
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
三
・
〇
×
一
八
・
四
）

表
紙
「
万
延
元
年
／
日
記
／
従
重
陽　
（
花
押
）」。
内
容
は
万
延
元
年
九
月
九
日

～
十
二
月
三
日
条
。

●
光
一
五　

文
久
元
（
万
延
二
）
年
正
月
～
八
月　

一
冊
（
一
二
・
〇
×
一
八
・
四
）

表
紙
「
万
延
二
〈
辛
酉
〉
歳
／
日
記
／
従
正
月　

忠
房
」。
遊
紙
「
正
二
位
行
権

大
納
言
藤
原
朝
臣
忠
房
記
〈
于
時
二
十
四
歳
〉」。
本
文
末
尾
「
正
二
位
行
権
大
納

言
藤
原
朝
臣
忠
房
〈
于
時
廿
四
歳
〉」。
内
容
は
文
久
元
年
正
月
一
日
～
八
月
二
十

四
日
条
。

●
光
一
六　

文
久
二
年
正
月
～
十
二
月　

一
冊
（
一
二
・
八
×
一
九
・
六
）

表
紙
「
文
久
二
〈
壬
戌
〉
歳
／
日
記
／
従
正
月
」、
表
紙
見
返
「
正
二
位
行
権
大

納
言
藤
原
朝
臣
（
花
押
）〈
二
十
五
歳
〉」。
遊
紙
「
正
二
位
行
権
大
納
言
兼
左
近

衛
大
将
左
馬
寮
御
監
藤
原
朝
臣
忠
房
〈
二
十
五
才
〉」（
他
の
三
箇
所
に
も
同
様
の

自
署
あ
り
）。
内
容
は
文
久
二
年
正
月
一
日
～
四
月
六
日
・
八
日
〜
十
二
月
二
十

九
日
条
。

●
光
一
七　

文
久
三
年
正
月
～
三
月　

一
冊
（
一
一
・
四
×
一
九
・
〇
）

表
紙
「
文
久
三
〈
癸
亥
〉
歳
／
日
記
／
従
正
月
（
花
押
）」、
表
紙
見
返
「
忠
房

〈
于
時
廿
六
歳
〉」。
内
容
は
文
久
三
年
正
月
一
日
～
三
月
一
日
条
。

●
光
一
八　

春
日
祭
参
向
旅
中
日
記　

慶
応
元
（
元
治
二
）
年
二
月　

一
冊
（
二

六
・
八
×
一
九
・
二
）

表
紙
「
元
治
二
年
二
月
十
七
日
よ
り
／
春
日
祭
参
向
之
節
旅
中
日
記
／
内
大
臣
正

二
位
行
左
近
衛
大
将
兼
左
馬
寮
御
監
藤
原
朝
臣
忠
房
」。
内
容
は
慶
応
元
年
二
月

十
七
日
～
二
十
日
条
で
、
春
日
祭
参
向
中
の
日
記
。

●
光
一
九　

慶
応
三
年
正
月　

一
冊
（
一
二
・
六
×
一
九
・
二
）

表
紙
「
慶
応
三
〈
丁
卯
〉
歳
／
日
記
／
正
月
よ
り　

忠
房
」。
遊
紙
裏
「
従
一
位

行
内
大
臣
藤
原
朝
臣
忠
房
〈
于
時
三
十
歳
〉」。
本
文
末
尾
「
従
一
位
行
内
大
臣
藤

原
忠
房
〈
于
時
卅
才
〉」、
裏
表
紙
見
返
「
従
一
位
行
内
大
臣
藤
原
朝
臣
忠
房
〈
于

時
三
十
歳
〉」。
内
容
は
慶
応
三
年
正
月
一
日
～
九
日
条
。

●
光
二
〇　

慶
応
三
年
十
月　

一
冊
（
一
二
・
五
×
一
七
・
八
）

表
紙
「
慶
応
三
年
／
日
記
／
自
十
月　

忠
房
」。
内
容
は
慶
応
三
年
十
月
十
四
日

～
十
七
日
条
で
、
大
政
奉
還
に
関
す
る
も
の
。

●
光
二
一　

明
治
元 （
慶
応
四
） 

年
正
月
～
閏
四
月　

一
冊 （
一
二
・
九
×
一
九
・
四
） 

表
紙
「
慶
応
四
〈
戊
辰
〉
歳
／
日
記
／
自
正
月　

忠
房
」、
見
返
「
忠
房
〈
三
十

一
才
〉」。
内
容
は
明
治
元
年
正
月
一
日
～
閏
四
月
十
九
日
条
。

こ
の
ほ
か
、
忠
房
筆
の
覚
書
原
本
一
冊
も
日
記
と
共
に
伝
来
し
て
い
る
。

●
光
二
二　

備
忘　

一
冊
（
一
二
・
四
×
一
六
・
九
）
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表
紙
「
安
政
四
歳
よ
り
／
備
忘
／
正
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
忠
房
」。
内
容

は
「
南
祭
一
ノ
大
納
言
次
第
」
と
「
一
夜
神
事
」。

お
わ
り
に

以
上
、
近
衞
家
歴
代
当
主
の
う
ち
、
江
戸
時
代
中
期
の
二
十
五
代
家
凞
か
ら
幕
末

の
二
十
七
代
忠
房
ま
で
の
日
記
原
本
に
つ
い
て
、
目
録
を
提
示
し
た
。

本
稿
で
示
し
た
も
の
は
基
本
的
に
史
料
番
号
が
付
さ
れ
て
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
断
片
的
な
歴
代
当
主
日
記
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
史
料

編
纂
所
所
蔵
写
真
帳
『
近
衛
家
歴
代
日
記
佚
出
』（
請
求
記
号
六
一
七
三
／
二
一

五
）
に
は
、
い
ず
れ
も
『
家
凞
公
記
』
の
、
①
貞
享
四
年
正
月
記
（
内
容
は
正
月
一

日
～
七
日
条
）、
②
元
禄
三
年
正
月
記
（
内
容
は
正
月
一
日
・
二
日
・
十
三
日
～
十

六
日
条
）、
③
元
禄
六
年
十
一
月
・
十
二
月
記
（
内
容
は
十
一
月
一
日
～
十
二
月
十

二
日
条
）、
④
元
禄
七
年
十
二
月
記
（
内
容
は
十
二
月
三
日
～
二
十
七
日
条
）、
⑤
元

禄
四
年
正
月
記
（
内
容
は
正
月
一
日
～
五
日
・
十
一
日
・
十
二
日
条
）、
⑥
元
禄
四

年
閏
八
月
〜
十
一
月
記
（
内
容
は
閏
八
月
一
日
～
十
一
月
二
十
五
日
条
）、
⑦
元
禄

六
年
正
月
記
（
内
容
は
正
月
一
日
条
）、
⑧
貞
享
四
年
三
月
カ
記
（
内
容
は
三
月
カ

十
日
条
）
が
収
め
ら
れ
て
い
（
（
（
る
。

右
の
も
の
以
外
に
も
、
さ
ら
に
目
録
情
報
の
精
緻
化
を
進
め
る
な
か
で
、
歴
代
当

主
日
記
を
増
補
で
き
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
今
後
、
家
司
が
作
成
し
た
日
記
も
併

せ
て
、
改
め
て
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

注（
1
）　

尾
上
陽
介
「
翻
刻
『
近
衛
家
記
録
十
五
函
目
録
』」
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家
文

庫
研
究
』
四
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
。

（
2
）　

尾
上
陽
介
「『
基
凞
公
記
』
の
原
本
に
つ
い
て
」（
同
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究　

第
九
輯
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
二
三
年
）、
同
「『
近
衞
篤
麿
日
記
』」（
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
、
公
益
財
団
法
人
陽
明
文
庫
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
編

『
陽
明
文
庫
講
座
図
録
6
』
所
収
、
二
〇
二
五
年
）。

（
3
）　

法
量
（
縦
×
横
㎝
）
は
、
貞
函
蓋
板
が
四
三
・
一
×
五
二
・
二
で
、
下
層
貼
紙
は

四
二
・
〇
×
五
〇
・
〇
、
上
層
貼
紙
は
上
下
二
枚
か
ら
な
り
、
上
方
が
一
八
・
一
前

後
×
五
〇
・
二
、
下
方
が
一
七
・
〇
前
後
×
四
八
・
五
で
あ
る
。
な
お
、
元
・
亨
・

利
の
三
函
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
収
納
す
る
『
基
凞
公
記
』
の
目
録
が
貼
付
さ
れ
て
い

る
。
注
（
2
）
前
掲
尾
上
陽
介
「『
基
凞
公
記
』
の
原
本
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
4
）　

名
和
修
「
近
衞
基
凞
延
宝
八
年
関
東
下
向
関
係
資
料
」（
村
井
康
彦
編
『
公
家
と

武
家　

そ
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
）、
緑
川

明
憲
『
豫
楽
院
鑑 

近
衞
家
凞
公
年
譜
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

（
5
）　

こ
の
八
冊
に
は
「
宝
暦
御
記
〈
三
月
ヨ
リ
十
月
マ
デ
〉」
と
記
し
た
包
紙
が
存
在

し
て
お
り
、
一
群
を
形
成
し
て
い
る
。

（
6
）　

そ
れ
ぞ
れ
の
形
状
（
法
量
）
等
は
以
下
の
通
り
。
①
袋
綴
冊
子
一
冊
（
二
四
・
二

×
一
七
・
三
）。
②
巻
子
（
縦
二
八
・
五
）、
紙
背
元
禄
二
年
仮
名
暦
（
九
月
四
日
～

暦
跋
）、
外
題
「
関
白
宣
下
之
事
也
」。
③
巻
紙
一
巻
（
縦
二
九
・
〇
）、
紙
背
元
禄

二
年
仮
名
暦
（
暦
序
～
九
月
三
日
）。
④
巻
紙
一
巻
（
縦
二
七
・
七
）、
紙
背
元
禄
六

年
仮
名
暦
（
七
月
三
日
～
九
月
十
九
日
）。
⑤
折
紙
二
紙
、
一
紙
目
（
三
〇
・
九
×

四
三
・
〇
）
に
正
月
一
日
～
五
日
条
、
二
紙
目
（
三
二
・
〇
×
四
二
・
八
）
に
正
月

十
一
日
・
十
二
日
条
を
記
す
。
⑥
袋
綴
冊
子
一
冊
（
二
五
・
三
×
一
八
・
二
）、
閏

八
月
一
日
～
九
月
十
六
日
条
途
中
ま
で
は
本
文
全
二
三
丁
の
う
ち
の
第
七
丁
以
下
の

紙
背
と
な
っ
て
い
る
。
⑦
巻
紙
一
巻
（
縦
二
七
・
九
）、
紙
背
元
禄
五
年
仮
名
暦

（
十
二
月
二
十
日
～
暦
跋
）。
⑧
折
紙
一
紙
（
三
二
・
〇
×
四
三
・
〇
）、
上
半
分
の

過
半
を
切
除
し
て
残
り
の
下
半
分
に
記
す
。

〔
附
記
〕
陽
明
文
庫
の
名
和
修
文
庫
長
・
名
和
知
彦
事
務
長
の
御
高
配
に
対
し
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
る
。
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